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２ 観光の振興及び新石垣空港の建設促進並びにこれらに関連する諸問題の調

査及び対策の樹立（新石垣空港整備事業の進 状況について）

３ 観光の振興及び新石垣空港の建設促進並びにこれらに関連する諸問題の調

査及び対策の樹立（沖縄県観光振興計画における各指標の平成19年実績につ

いて）

４ 閉会中継続審査（調査）について
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委 員 長 比 嘉 京 子 君

副 委 員 長 辻 野 ヒロ子 君

委 員 座間味 一 幸 君

委 員 新 垣 良 俊 君

委 員 新 垣 哲 司 君

委 員 仲宗根 悟 君

委 員 髙 嶺 善 伸 君
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委 員 玉 城 ノブ子 君

委 員 金 城 勉 君

委 員 赤 嶺 昇 君

委 員 平 良 昭 一 君

委員外議員 なし

欠 席 委 員

なし

説明のため出席した者の職・氏名

土 木 建 築 部 長 漢 那 政 弘 君

新 石 垣 空 港 統 括 監 根路銘 恵 一 君

新 石 垣 空 港 課 長 栄野川 盛 信 君

観 光 商 工 部 長 仲 田 秀 光 君

参 事 監 兼 観 光 交 流 統 括 監 松 本 真 一 君

○比嘉京子委員長 ただいまから、観光振興・新石垣空港建設促進特別委員会

を開会いたします。

乙第11号議案、本委員会付議事件観光の振興及び新石垣空港の建設促進並び

にこれらに関連する諸問題の調査及び対策の樹立に係る新石垣空港整備事業の

進 状況について、同沖縄県観光振興計画における各指標の平成19年実績につ

いて及び閉会中継続審査・調査についてを一括して議題といたします。

本日の説明員として、観光商工部長及び土木建築部長の出席を求めておりま

す。

まず初めに、乙第11号議案土地の取得について審査いたします。

ただいまの議題について、土木建築部長の説明を求めます。

漢那政弘土木建築部長。



- 3 -
H20.10.08-02

観光振興・新石垣空港建設促進特別委員会記録

○漢那政弘土木建築部長 ただいま議題となりました、乙第11号議案について、

その概要を御説明いたします。

議案書の21ページをお開きください。

本議案は、新石垣空港整備事業に供する土地の取得について、議会の議決を

求めるものであります。

議案の概要としましては、石垣市字白保嘉良嶽1960番１ほか４筆の土地、28

万687.33平方メートルを取得するものであります。

取得予定価格は、４億3587万9147円、契約の相手方は、横浜市神奈川台町15

番地１、株式会社スルガコーポレーション、代表取締役中良久であります。

詳細については、新石垣空港課長から補足説明をさせます。

○栄野川盛信新石垣空港課長 乙第11号議案土地の取得について補足説明をさ

せていただきます。各委員のお手元にＡ４縦長で説明資料１と書いた資料を配

付しております。この資料と前方のスクリーンを用いて御説明いたします。

それでは前方のスクリーンをごらんください。

このスライドは航空写真に新石垣空港の全体計画を重ねたものです。赤で着

色した範囲が、今回の取得予定の土地です。

次に、このスライドは用地平面図になります。赤で着色した箇所が今回取得

予定の株式会社スルガコーポレーションの所有地となっております。新空港の

北側に位置しておりまして、カラ岳の一部を含んでおり、地目の大部分は原野

となっております。所在地としては、石垣市字白保嘉良嶽1960番１ほか４筆の

土地、面積は28万687.33平方メートルであります。お手元の資料では５ページ

になりますが、こちらの土地が1960番の１、こちらが1960番の75、こちらの土

地が1960番の101、こちらが1960番の219で、小さいですがこちらが1960番の80

になります。取得価格は、４億3587万9147円であります。お手元の乙第11号議

案の説明資料の２ページに土地の売買契約書の写しを添付しております。

次の３ページの中程に記載しておりますが、仮契約の締結は平成20年９月５

日に行われております。

また、２ページをお開きください。

この契約書の第10条におきまして、仮契約書は議会の議決後にその効力が生

じる旨明記しております。

以上で補足説明を終わります。

○比嘉京子委員長 土木建築部長の説明は終わりました。

これより、乙第11号議案土地の取得について質疑を行います。
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なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、

重複することがないように簡潔にお願いいたします。

質疑はありませんか。

髙嶺善伸委員。

○髙嶺善伸委員 乙第11号議案土地の取得の議決議案については、懸案の新石

垣空港建設事業を円滑に推進するために、用地取得がどうなるのか地元として

は非常に心配しておりましたが、今回一番懸念していた企業有地等がこのよう

な形で仮契約に至ったことについて、まず担当職員の皆さんの御努力に対して

労をねぎらいたいと思います。なかなか工事の進 にあわせて用地取得がスム

ーズにいくのかどうか、大変予算執行との兼ね合いで心配しておりましたが、

今回ぜひ議員の皆さんの理解も得て同意ができればと私は思っております。

今回の用地取得の全事業に対する効果といいますか、今回の用地取得の位置

づけを説明していただければと思います。

○漢那政弘土木建築部長 まず今回提案しております用地の取得は、今説明が

ございましたように約28ヘクタールでございますが、28ヘクタールを加えます

と取得面積では約198ヘクタールで、事業地全体面積204ヘクタールに対して97

％になります、まずこれが１つで。それと新石垣空港課長から説明がありまし

たように、本体の北側に位置するカラ岳の近くですが、そこは今まで工事がで

きなかったわけですが、これから議決を得て正式な契約をし、所有権を取得す

ることになれば、その工事に弾みがつくということになります。

○髙嶺善伸委員 起伏の激しい工事現場でしたので、全日空のゴルフ場を中心

に土地の切り土、盛り土が進んでいるようですが、今回取得できた土地の本契

約がなされた後、今後の切り土、盛り土等に土地の活用がどういう形になるの

かお聞かせください。

○栄野川盛信新石垣空港課長 この企業有地の土地でございますが、カラ岳の

ほうで切り土が生じます。その下のほうに盛り土工事があるのですが、その切

り土のボリュームにしますと約30万立方メートルの切り土が発生します。これ

を活用して空港の造成工事をしていくことになります。

○髙嶺善伸委員 この工事が始まるのは平成21年度工事ですか。平成22年度工

事ですか。
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○栄野川盛信新石垣空港課長 今年度後半から工事に入っていきたいと考えて

おります。

○髙嶺善伸委員 最後に１点だけ。なかなか用地買収が困難な中で、残った部

分のわずかな面積にはなりますが、今回用地取得した部分の残りの部分で、今

回用地取得する部分との関連で、用地取得の困難が予想される場所とか、そう

いう関連の敷地が含まれるのか、関連するのか、その辺はどんな状況ですか。

というのは、入り組んでいるものですから、買い上げた後、残地としてあとの

工事に支障の残るような部分が残るのかどうか、全体的な工事の関連で説明い

ただければと思います。

○根路銘恵一新石垣空港統括監 今御質疑のある箇所は、ボードを見ていただ

くと赤い部分が株式会社スルガコーポレーションで、その下にグリーンぽい、

権利関係の未解決用地がございます。その２つが我々が事業を進める上では非

常にネックになっている部分です。ですから今回は先端であるこの部分は20メ

ートルくらいの高盛り土が生じるものですから、一番ネックになるのはこの土

地と、この土地とございますが、そんなに影響ないのは今ターミナルの南側に

ついては、さほど緊急に工事に影響はないのですが、特にこの先端の部分にま

だ株式会社スルガコーポレーションが解決してもまだ大きい土地が２筆残って

いるということがございまして、これにつきましても平成24年度の供用開始に

向けて、我々の工事スケジュールからいいますと、このままの状態では非常に

厳しくなるということで、できましたら年内に関係者と精力的に交渉はいたし

ますけれど、もしこの土地についてもなかなか理解が得られない場合は、県と

しては既に事業認定の手続も終わっておりますので、収用の手続に入っていき

たいと考えております。

○髙嶺善伸委員 じゃあこの２件については全体工事に支障がないようにお願

いしたいと思います。今回の地方自治法第96条第１項第８号による我々の議決

なんですが、第９号の負担つきの寄附贈与等の関連もありますので、今回の用

地取得というのは今回の事業推進との関連で、他のいろいろな条件とかがつい

ているかどうか、それだけ確認いたします。

○漢那政弘土木建築部長 当該企業用地につきまして、取得に関して相手側の

ほうから私どものほうに特別な条件というのは一切ございません。
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○比嘉京子委員長 ほかに質疑はありませんか。

辻野ヒロ子委員。

○辻野ヒロ子委員 けさの地元新聞の社説に新石垣空港の2013年開港へ視界良

好ということで、今回の土地取得の件を取り上げながらかなり評価されており

ます。本当にお疲れさまでございました。思ったより早くできたのかなという

のが実感ですが、本会議のほうで進 状況等はお聞きしましたので、今回まだ

残っている、先ほど見せていただいた権利関係の土地ですが、それは四、五筆

あるということで聞いておりますが、状況としていつごろまでにできるという

めどがあるんでしょうか。

○漢那政弘土木建築部長 まだ未契約なのが共有地を除きますと11件ございま

す。当然のことですが、早期取得に向けまして地権者の方々と誠意を持って鋭

意努力をしているところでございます。しかしながら平成24年度末の開港とい

う私どもの大きな目標がございますので、平成24年度末の供用開始に支障が生

じるおそれがある場合においては、土地収用法の活用も視野に入れて用地を取

得していくという考え方です。したがいまして、いつまでということは直ちに

ここで報告はできませんが、いずれにしましても、平成24年度末の供用開始に

支障がないように取得していきたいと思っております。

○辻野ヒロ子委員 それと共有地の地主の皆さんが750人程度ということです

よね。そして15人ほどは契約していただいたということですが、これもやはり

どういうアクションを起こして県としてやっておられるのか、これまでの経過

を教えてください。

○栄野川盛信新石垣空港課長 共有地権者の方々につきましては、県のほうと

しましては北海道から九州、沖縄県まで広く分散して居住しておられるもので

すから、これまで文書交渉で御理解と御協力を求めてきております。またこと

しの１月には大阪府と東京都で用地説明会も開催して理解と協力を求めてきて

おります。しかしながら、やはり先ほど土木建築部長からお話がありましたよ

うに、どうしても714名の地権者の方々から、すべて同意を得るというのはな

かなか難しいのかなとも考えておりまして、これも平成24年度末の供用開始に

支障がない適切な時期に土地収用の活用も視野に入れていく必要があると考え

ております。
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○辻野ヒロ子委員 ぜひ今回のたくさんの土地の取得をうんとアピールしてい

ただいて、その波及効果が出るように共有地主の皆さんも、やはり土地収用法

というのはできたらやらないほうがいいですので、そういう意味では少しでも

理解が得られるように、さらに共有地権者の皆さんに今回成立しましたらこれ

をアピールしていただいて、ぜひ協力してもらうという体制をつくっていただ

きたいんですが、最後に土木建築部長の見解をお願いします。

○漢那政弘土木建築部長 今回議決をいただければ、先ほど申し上げましたよ

うに97％ということになりますので、大多数の地権者の方が協力していただい

たということになるかと思っておりますので、ぜひ共有地主、それから別の11

件の方々にも説明をし、理解と協力を得ていきたいと考えております。

○辻野ヒロ子委員 けさの新聞で順調にいけば2013年３月７日と日にちまで明

記されているのですが、ぜひそれに向けて頑張っていただきたいと思います。

○比嘉京子委員長 ほかに質疑はありませんか。

仲宗根悟委員。

○仲宗根悟委員 ２点だけお聞きしたいのですが、全体の土地取得が97％とお

っしゃいましたが、未契約箇所を見ますとこの緑の部分で３％という考え方な

んですが、今全体スケジュールから見ますと平成24年開港を目指して土地買収

物件補償が来年度いっぱいまでと皆さんが計画自体を持っていらっしゃって、

そのタイムリミットというのが来年度いっぱいなのかどうかまず確認させてく

ださい。

○漢那政弘土木建築部長 もちろん今現在でも平行して造成工事に入っている

わけでございますが、土地の取得は基本的に来年度末ですべての取得をしてい

きたいと思っております。

○仲宗根悟委員 それで話がこじれるというのはおかしいんですが、契約まで

こぎつけないとなると、やはり来年度いっぱいがタイムリミットで、土地収用

法も視野に入れてなさるという理解の仕方でよろしいですか。

○漢那政弘土木建築部長 平成24年度末の供用開始に支障のおそれがあるとい
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う判断の箇所につきましては収用を申請するということになります。

○仲宗根悟委員 もちろん今造成計画の中に平成19年度、平成20年度、平成21

年度というぐあいに造成計画を示されているわけですが、その中にもやはり緑

の部分があることはあるわけですよね。それを外しながら、重ねながら、契約

を求めながら、造成工事を平行しながらなさっていくということでよろしいで

すか。

○漢那政弘土木建築部長 そういうことでございます。

○仲宗根悟委員 今の状態は、僕も素人でよくわからないのですが、造成工事

で囲まれて緑の部分に立ち入りができないとかいうことで、緑の部分の地権者

がその辺の工事のために自分の土地に入れないとかいうことに対してはどんな

対応があるんですか。

○栄野川盛信新石垣空港課長 現在未取得の土地の周囲で工事をする場合につ

きましては、この土地への出入りが可能な形で工事は進めてまいります。

○比嘉京子委員長 ほかに質疑はありませんか。

平良昭一委員。

○平良昭一委員 契約金額の根拠、土地の形状や状況によって価格が設定され

ているのかどうか。それと短期売買でかなり土地が転売されてきているいわく

つきの土地でありますので、質権とか抵当権の入っている、いない、それと土

地売買仮契約書の中で、これは分筆もしないといけない土地でありますので、

それに係る仮登記もしなさいということに第11条でなっていますので、その辺

は現在どうなっているのかどうかと、分筆、登記に係る金額をどこが持つのか

その辺お聞かせ願います。

○漢那政弘土木建築部長 ３点ほどありますが、１つは単価のことから答弁い

たします。当然私ども取得用地の予定価格というのは、沖縄県の公共事業の施

行に伴う損失補償基準という基準がございます。その基準に基づいて算定した

上で、それと別途不動産鑑定士２名に依頼し、総合的に比較、考慮して単価を

決定しているということ。それから当初提示した単価から今変わっておりませ

ん。例えば最近になって変えましたということはありません。それから抵当権
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等の権利は現在の土地についてはついておりません。それから仮登記は別の企

業の仮登記のことでございますが、平成16年10月に別の企業から株式会社スル

ガコーポレーションのほうに所有権が移ったわけですが、その際にすべて抹消

されております。

○栄野川盛信新石垣空港課長 分筆登記の費用ですが、嘱託登記ということで

県のほうでその費用は負担しております。

○平良昭一委員 土地売買仮契約書第11条の件ですが、沖縄県が仮登記をして

いるかということを聞いているんです、これまでの経緯じゃなくて。甲は乙の

ために仮登記をしなさいということになっていますので、現在仮登記しておか

なきゃいけないんじゃないですか。そういう面では分筆が先になっていくべき

だったんじゃないかと思いますが、その辺の取り扱いはどうなっていますか。

○栄野川盛信新石垣空港課長 第11条のほうで、所有権移転に関する仮登記を

なすことに協力するものとすると書いてありますが、現在、分筆登記について

は終わっておりまして、石垣市の登記担当の仮登記、本登記について調整して

おりまして、仮登記から本登記までの期間が短いということで、登記官のほう

から本登記一本でどうですかということで、今指導を得ている状況です。

○平良昭一委員 地番が確定しているのであればそれをちゃんと資料で提出し

たほうがいいんじゃないですか。法務局のほうでも地番が確定して地籍も、地

目もそのまま、変わってくるところがあるのか、実測面積そのとおりだと思い

ますが、地番が確定しているのであれば、それの提案のほうがよかったんじゃ

ないですか。

○栄野川盛信新石垣空港課長 ５ページのほうに図面をつけておりますが、分

筆する土地が1960番の１と、1960番の80、1960番の75と３筆ありまして、こち

らについては分筆登記は完了しております。つまり企業の用地ということで登

記は終わっておりまして、その分筆までは済んでいると。これについて対抗要

件として仮登記を、通常はやらないのですが仮登記も必要があれば協力をして

くださいということで、企業からは承諾は得ているのですが、登記官のほうが

仮登記が今月９日から10日ぐらい、とにかく本登記までの期間がそんなにない

ということで、あえて２つ打つ必要はないんじゃないかということで調整をし

ているところであります。
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○平良昭一委員 分筆が終わっているんだったら地番が確定しているわけです

よね。1960番の１から分かれていくわけですから、それは提示できなかったの

かということです。1960番の１にしてみたら、これは部分的に見ると図面上は

３つに分かれている形になっていますが、これは恐らく一つの土地ですよね。

その辺の誤解を招く要素があるよということなんです。そうであれば地番をち

ゃんと入れて、提案すべきだったと思いますが。それと９月定例会の日程がほ

ぼ決まっているから仮登記、本契約、今委員会で議決して、無駄金を使いたく

ないというのはわかるんですが、安全性の問題に関してお伺いしているわけで

すので、全くそういう心配はないのか。二重売買の可能性というのは残されて

いるわけですので、契約にもうたわれていますが、これだけ大きな土地になり

ますと、一たん事件が起こってしまうと取り返しのつかないようなことにもな

るものですから、その辺は慎重を期した上がよかったんじゃないかなと思って

いますが、その辺どうですか。

○栄野川盛信新石垣空港課長 この件につきましては、土地の所有者の企業が

民事再生法の適用を受けておりまして、この土地を処分するに当たっては裁判

所から専任されました監督員の同意のもとに契約をすることができるというこ

とになっておりまして、この仮契約書については監督員の同意を得ております

ので、そこら辺の危険性はないのかなと判断しております。地番については、

一般的には公共工事の契約をしたときに本登記のときに分筆をやるんですが、

今回はできるだけ早く土地を取得したいということで早目に分筆をしていると

ころであります。

○平良昭一委員 残地がありますが、その辺は今後の計画は空港との兼ね合い

の中で取得する可能性はありますか。有効利用するような状況の中で。

○栄野川盛信新石垣空港課長 公共事業の用地の取得に当たっては、必要な土

地を買うというのが原則でありますので、残地について今後買い上げする予定

は今のところございません。

○比嘉京子委員長 ほかに質疑はありませんか。

玉城ノブ子委員。

○玉城ノブ子委員 この事業の事業面積が、当初195ヘクタールだったと思い
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ますが、それが204ヘクタールに増加していますか、その確認をしてから。増

加した理由もお願いします。

○栄野川盛信新石垣空港課長 これまで新石垣空港の全体事業面積については

195ヘクタールということで説明をしてきたんですが、今回この土地の取得に

よって面積が確定したということで204ヘクタールに９ヘクタール増加してお

ります。増加した理由としましては、空港用地につきましては空港の設置管理

上取得する必要がある土地というのがあります。例えば空港本体やグリーンベ

ルトという、環境アセスメントで位置づけられている環境用地、農道、あと飛

行機が飛行場に安全に離着陸するための空域、制限表面というのがあるんです

が、それから飛び出す物件については設置管理上購入する必要があります。そ

れ以外に、空域により著しく土地利用の制限を受けるような土地については買

い上げることができるということがありまして、これまでは企業と交渉してい

く中で設置管理上必要な土地の面積ということで提示しておりまして、その空

域制限を受けることによる土地については確定していなかったということで

195ヘクタールで説明してまいりました。今回この面積について、土地利用上

影響を受ける範囲についても約９ヘクタールと確定しましたので、その分につ

いては面積を変更しております。

○玉城ノブ子委員 具体的に言えば、全体の事業面積図のどの部分がどれだけ

ふえたかということは説明できますか。資料があればいただけますか。今度取

得する土地にもその分は入っていますか。

○栄野川盛信新石垣空港課長 28.1ヘクタールの中の19.1ヘクタールが、先ほ

ど言いました設置管理上必要な面積で、あと９ヘクタールが航空法等の規定に

よって土地利用の制限を受ける土地ということで整理をしております。

スライド映写機で御説明いたします。

この図でいきますと左側の空港本体と書いてあるところと、緑のグリーンベ

ルトと呼んでいますが、茶色の農道のつけかえの部分、それから白く飛び出し

ているところが19.1ヘクタールになります。この空港本体につきましては飛行

場に必要な土地、この緑の部分については環境影響評価の中でコウモリの移動

経路とか、えさ場とかで必要な土地と位置づけられております。農道につきま

しては現在こちらに農道が走っておりますので、これが空港で支障になるとい

うことでこのようにつけかえることにしております。あと、こちらの部分です

が、先ほど申しました空港の制限表面、進入表面や点位表面、水平表面という
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概念があるんですが、空域から飛び出る山の部分ですが、ここについては飛行

機がおりてくるときにどうしても除去しないといけないということで、この分

に関しては取得をする必要があると。残りの薄い青の部分や、こちらの灯火平

面と書いてあるところ、それから茶色の部分については、航空法の規定で制限

表面、空域から大体10メートルの範囲内については土地利用の制約を受けると

いうことで、こちらは航空法で買い上げることができることになっております。

あと、この分に関しては灯火平面といいまして航空灯火、飛行機が着陸すると

きに必要な灯台があるんですが、ここには航空灯火以外の灯火を設置してはい

けないということがありまして、こちらについても買い上げることにしており

ます。あと、この茶色の部分につきましては、現在、空港整備事業とあわせて

周辺緑地整備事業というのを、ブルー状の残った土地も含めて整備を進めてお

りますが、この一貫として今回仮契約をしております。こちらの薄い青い部分

です。それとこの茶色の部分、こちらが９ヘクタールということで新たにとい

いますか、当初の事業全体面積にはあらわしてはいなかったんですが、県とし

てはもともとその土地は必要だと考えておりました。ただ所有者のほうが、制

約を受けても残したいと仮に言われた場合はあえて買う必要はないものですか

ら、最小限どうしても必要な土地の19.1ヘクタールについては195ヘクタール

の中に包含しようということで、これまでは御説明してきたところです。

○玉城ノブ子委員 もう一点、土地の取得の件なんですが、我が党の嘉陽議員

が一般質問で取り上げたんですが、土地の取得の経緯についてもう少し説明を

お願いします。

○漢那政弘土木建築部長 所有者の変遷という趣旨の質疑だと思いますので、

まずそれについて答弁いたします。昭和45年12月に白保土地改良組合から沖縄

日誠総業株式会社が売買により取得したと。続きまして昭和62年に国内リゾー

ト株式会社へ所有権が移っております。平成元年に株式会社センターアートギ

ャラリーという企業に移っております。同じく平成元年に株式会社光建設へ所

有権が移転しております。平成２年に国内リゾート株式会社の所有となってお

ります。昭和62年の際も国内リゾート株式会社へとなっております。その後平

成４年９月に株式会社カラタケとなり、これは会社の商号が変更になっており

ます。最終的に平成16年に株式会社スルガコーポレーションが取得したという

ことになります。

○玉城ノブ子委員 これに関連して、この土地に根抵当権が設定されています
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よね。これの経緯について。

○漢那政弘土木建築部長 平成12年に抵当権が登記されておりますが、平成16

年に株式会社スルガコーポレーションが売買時に同仮登記は抹消されておりま

す。したがって、これは当局でも確認されております。

○玉城ノブ子委員 昭和53年に根抵当権が設定されているのは、御存じですか。

○栄野川盛信新石垣空港課長 抵当権の設定の経緯ですが、先ほどの昭和53年

８月に設定されておりまして、これは抹消されているのですが、金額は５億円

です。その次に昭和60年５月17日ですが、このときは極度額同じく５億円で設

定されております。これも抹消されております。続きまして昭和62年６月に12

億円の金銭消費貸借設定がされておりまして、これも抹消されております。平

成元年３月３日に極度額50億円の根抵当権の仮登記がなされており、これも抹

消されております。次に、平成元年６月20日に極度額70億円の根抵当権が設定

され、これも抹消されております。その次が平成元年６月20日に条件つき貸借

権設定仮登記がなされておりましては、金額が１平方メートル当たり一月金10

円です。平成２年８月８日に極度額30億円の根抵当権が設定されており、これ

も抹消されております。平成12年に再契約で金50億円ということで、抵当権の

設定仮登記がなされておりまして、これにつきましては先ほど漢那土木建築部

長のほうから説明がありましたが、平成16年10月に弁済による抹消がされてい

る状況です。

○玉城ノブ子委員 私はなぜこういうことを聞いているかというと、これは公

共事業ですよね。公共事業で土地がこういう形で根抵当権がどんどん膨れ上が

っていくという状況を皆さんとしてどう認識しているのか。いわゆる土地転が

しの疑惑が生まれてくるわけですよね、こういう状況の中で生まれてきたわけ

です。こういうことについて、皆さん方がこういう問題に対して、どういう対

処をしてきたかということがちょっと問題になるのではないかと思うのです

が。

○漢那政弘土木建築部長 今、株式会社スルガコーポレーションの土地の抵当

権の御質疑ですが、いずれにしても平成16年に抵当権が弁済による抹消がされ

ているということが１つと、先ほど答弁させていただきましたが、取得予定単

価の価格は公共事業施行に伴う損失補償基準に基づいて取引価格を算定してい
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る。別途、不動産鑑定者２名に鑑定依頼をして、総合的に比較をして決定して

いるということであり、私どもとしてはしっかり正常な価格を算定して仮契約

に至ったと認識しております。

○比嘉京子委員長 ほかに質疑はありませんか。

新垣良俊委員。

○新垣良俊委員 今回の取得単価は700円で1960番地の１で３筆に分かれてい

るのですが、急傾斜部分で700円ですが、それから原野という２万3300平方メ

ートルで1750円という単価だと思いますが、この場所がはっきりわからないの

ですが、その中で1960の80番地に公衆用道路とありますが、これは石垣市のも

のではないのですか。

○栄野川盛信新石垣空港課長 地目上は公衆用道路となっておりますが、株式

会社スルガコーポレーションの土地であります。

○新垣良俊委員 公衆用道路として使っていますが、所有権移転もしなくて使

っていたということですか。

○栄野川盛信新石垣空港課長 前方のスクリーンに出しておりますが、途中ま

で石垣市道が株式会社スルガコーポレーションの土地にありまして、この先は

広大な土地になっているものですから、道路が企業所有の土地にあります。こ

ちらのほうが1960の80番地ということで、ここからここが企業の所有地になっ

ております。この先は石垣市道です。

○新垣良俊委員 この残っている1960の１番地は買収しなくてもいいという場

所ですか。白い部分です。

○栄野川盛信新石垣空港課長 こちらは事業用地に込み入れられない土地にな

っております。先ほどの単価が違うという場所ですが、1960の１番地の単価が

３つに分かれておりまして、一つ700円というのがカラ岳という山があります。

この山については斜面になっているものですから、ここは土地の評価が低いと

いうことになります。ちょうど下のほうが1400円ということで、勾配が比較的

ゆるいのですが、ギンネムなど木が生い茂っている原野になっております。真

ん中のほうに牧草が植えられているのですが、比較的軽易な用地造成がなされ
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ているということで土地の評価が３つに分かれているということです。

○新垣良俊委員 残っている場所については、離着陸に影響はないということ

でいいわけですね。

○栄野川盛信新石垣空港課長 先ほど航空法の規定により取得する必要がない

という土地になっております。

○新垣良俊委員 今、７筆は28万680平方メートルで４億3587万円ですが、単

価は幾らですか。

○栄野川盛信新石垣空港課長 単価は３種類ありますが、平均しますと１平方

メートル当たり1553円になります。

○新垣良俊委員 これを現在までの、これを入れた買収、土地取得は何％にな

りますか。

○栄野川盛信新石垣空港課長 28万平方メートルを加えますと、全体の97％に

なります。

○比嘉京子委員長 ほかに質疑はありませんか

（「質疑なし」と呼ぶ者あり）

○比嘉京子委員長 質疑なしと認めます。

以上で、乙第11号議案についての質疑を終結いたします。

次に、本委員会付議事件観光の振興及び新石垣空港の建設促進並びにこれら

に関連する諸問題の調査及び対策の樹立に係る新石垣空港整備事業の進 状況

について審査を行います。

ただいまの議題について、土木建築部長の説明を求めます。

漢那政弘土木建築部長。

○漢那政弘土木建築部長 続きまして、前回７月６日の特別委員会以降の新石

垣空港整備事業の進 状況について御説明致します。

新石垣空港整備事業の用地取得状況については、今議会に提案しております、
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取得予定面積約28ヘクタールを含めますと、用地取得面積が約198ヘクタール

となり、事業全体面積約204ヘクタールに対する取得率は約97％となります。

残り約３％の一般地権者や共有地権者が保有している未契約用地について

は、早期の取得に向けて、引き続き地権者の方々と誠意をもって交渉を重ねて

いるところであります。

しかしながら、今後、用地交渉が難航することも予想されることから土地収

用法の活用も視野に入れ、残りの用地を取得していく考えであります。

なお、昨年７月末に国に申請しておりました土地収用法に基づく事業認定に

ついては、去る８月27日に官報への告示がなされたところであります。

工事については、現在、赤土等流出防止対策や希少動植物の保全対策等自然

環境に十分配慮しながら、用地造成工事や進入灯橋梁工事及び国道つけかえ工

事等を実施しており、工事費ベースでの進 率は約31％となっております。

県としては、今後とも引き続き滑走路舗装工事、照明工事、建築工事等を実

施し、平成24年度末の供用開始に向けて鋭意整備を進めていく考えであります。

また、新空港のターミナルビルについては、今年６月に設置したターミナル

ビル等検討委員会において、基本計画及び経営計画等について検討を進めてい

るところであります。

旅客及び貨物ターミナルビルの概略規模等については、去る９月11日に開催

された第２回委員会において、審議検討がなされた結果、平成30年度の旅客需

要として約250万人を見込み、旅客ターミナルビルの床面積は約１万4200平方

メートルを想定しております。

貨物ターミナルビルについては、貨物需要として約１万1500トンを見込み、

航空会社上屋は約1900平方メートル、航空貨物代理店上屋は約600平方メート

ルを想定しております。

今後は、これらの旅客及び貨物ターミナルビルの概略計画規模をもとに、健

全な事業運営ができる経営計画等について委員会での審議を重ね、承認を得た

上で、出資予定者等関係者と調整を行い、新たに設立するターミナルビル会社

に同計画を引き継ぐことにしております。

建設スケジュールについては、設計で約10カ月、工事で約18カ月を見込んで

おり、平成24年度末の供用開始に向けて取り組んでいく考えであります。

以上で新石垣空港整備事業の進 状況についての説明を終わります。

次に、新空港のターミナルビルに関する補足説明を新石垣空港課長より説明

させます。

○栄野川盛信新石垣空港課長 ただいま漢那土木建築部長から新石垣空港整備
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事業全般の進 状況について御説明がありましたが、私のほうではターミナル

ビル建設に絞りまして補足説明をさせていただきます。

説明の内容としては、初めにターミナルビル地区の配置箇所について、それ

から旅客及び貨物ターミナルビル概略計画について、それから建設スケジュー

ル案についての３点です。

まず、初めに空港全体におけるターミナルビル地区の配置箇所について御説

明いたします。

今、スクリーンに映し出されているスライドは新石垣空港の完成予想図です。

ターミナルビル地区は滑走路の東側の海側のほうに配置されております。

続きまして、ターミナルビル計画の根幹をなす需要予測について御説明いた

します。現在、ターミナルビル等検討委員会において、ターミナルビル建設に

ついて審議をしているところでありますが、施設規模を決める前提となります

年間旅客需要の見通しについて検討いたしました。将来の航空需要としては、

原油高騰などによるマイナス要因も考えられますが、現石垣空港においてさま

ざまな運航制約がある中で、これだけの需要が定着していること、新石垣空港

では中型機の就航による輸送力の増強、本土からの直行便の充実などにより、

旅客数については今後とも現状の伸びに近い形で堅調に増加するものとしてお

り、画面上の赤いグラフで示した予測値として、開港当初の平成25年度は約230

万人、それから平成30年度は約250万人、平成35年度は約280万人の旅客数が見

込まれております。

続きまして、貨物の将来需要としては、現空港では小型機が就航しておりま

すが、新空港ではコンテナ輸送が可能となる中型機の就航が見込まれることな

ど旅客同様堅調な需要の伸びが予測されることとして、こちらの画面のグラフ

の赤い線で示している予測値としております。開港当初となる平成25年度には

約１万4000トン、平成30年度は約１万5000トン、平成35年度には約１万7000ト

ンの貨物取扱量が見込まれております。

次に、旅客ターミナルビルの規模を決めるに当たりまして、計画基礎数値と

いうのがございます。この数値としてピーク時の便数とピーク時旅客数を用い

るのが一般的となっております。先ほど御説明いたしました需要予測をもとに

ピーク時便数及びピーク時旅客数を検討いたしました。その結果、ピーク時便

数につきましては、中型機が２便、小型機が３便の計５便、それをもとにした

ピーク時旅客数は830人となりまして、当該基礎数値に対応できる旅客ターミ

ナルビルの概略規模としては、約１万4200平方メートルとしております。

次に、旅客ターミナルビルにおける主な設備としては、対応航空会社を２社

としておりますが、パッセンジャーボーディングブリッジを４機、到着ロビー
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内にある受託手荷物ターンテーブルを３機、出発における受託手荷物用ベルト

コンベアを各種１機で計２機としております。旅客ターミナルビルの建設費用

につきまして試算をいたしますと、約58億円となっております。

次に、貨物ターミナルビルの概要ですが、施設計画を策定するに当たりまし

て、航空会社や現石垣空港の貨物ビルに入居している貨物代理店及び入居が見

込まれます県内の代理店へヒアリングを実施しております。このヒアリング結

果や先ほどの需要予測等をもとに施設概略規模等を検討いたしました。その結

果、航空会社上屋は約1900平方メートル、それから貨物代理店上屋は約600平

方メートルとしております。貨物ビルの配置につきましては、各空港の事例や

ヒアリング結果をもとに検討しまして、航空会社上屋と貨物代理店上屋は別棟

として、向かい合わせて配置する計画にしております。入居航空会社数は２社、

入居貨物代理店数は４から５社を想定しております。こちらの貨物ターミナル

ビルの建設費用につきまして試算をいたしますと約５億円程度となっておりま

す。

続きまして、ターミナルビル地区におきます施設配置について御説明をいた

します。スクリーン中央の斜線で示している箇所が旅客ターミナルビル配置予

定箇所になります。次に、スクリーン右側に貨物ターミナルビルが配置される

予定の箇所となっております。こちらは旅客ターミナルビルの１階部分と２階

部分の平面イメージ図となっております。お手元の資料にも添付してあります。

簡単ですが、以上がターミナルビルの概略計画であります。今後は、この概

略計画をもとに収支計画等、経営計画についてターミナルビル等検討委員会の

承認を得た上で、各関係機関と協議、調整を行い、新たに設立するターミナル

ビル会社に同計画を引き継ぐことにしております。

最後に、ターミナルビルの建設スケジュールについて御説明いたします。

新空港のターミナルビル建設につきましては、新しく設立するターミナルビ

ル会社が実施することになります。会社設立後、平成21年４月から平成22年に

かけて基本設計と実施設計を行います。その後、建築確認申請の諸手続を経て、

平成23年４月よりターミナルビル建設工事に着工し、平成24年９月の完成予定

となっております。ターミナルビルの完成後は、テナントなどの内装工事や開

業準備を行い、平成25年３月の供用開始に向けて鋭意整備を進めていくことに

なります。

以上で、補足説明を終わらせていただきます。

○比嘉京子委員長 土木建築部長及び新石垣空港建設課長の説明は終わりまし

た。
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これより、新石垣空港整備事業の進 状況について質疑を行います。

質疑はありませんか。

玉城ノブ子委員。

○玉城ノブ子委員 環境問題で何点か質疑したいんですが、新石垣空港建設予

定地にある洞窟のコウモリの生息状況を調査しているカラ・カルスト地域学術

調査委員会、そこが６月５日から６月７日にかけて調査をしているんですが、

そのときに絶滅危惧種のリュウキュウユビナガコウモリの妊娠中のメス４匹が

見つかっていたことがわかっているんですが、これについては皆さんは御承知

ですか。

○栄野川盛信新石垣空港課長 承知しています。

○玉城ノブ子委員 カラ・カルスト地域学術調査委員会の委員長は、一帯にコ

ウモリの出産、哺育洞がある可能性が高いということで、島内のコウモリの出

産、哺育場所は確認されていないから、これが石垣島では唯一の貴重な出産、

哺育洞ではないかと指摘しておりますが、これについては皆さんどう認識され

ていらっしゃいますか。

○栄野川盛信新石垣空港課長 リュウキュウユビナガコウモリというのは石垣

島で現在出産、哺育が確認されておりません。今委員の御質疑の件ですが、県

としては平成13年からことしの７月までずっと継続して調査をしておりまし

て、リュウキュウユビナガコウモリの妊娠個体を捕獲したというのは確認して

いるんですが、その洞窟が出産、哺育洞というのを確実に確認するためには、

中で幼獣という生まれたばかりのコウモリの子供を確認しないといけないとい

うことで、私どもとしてはまだ平成13年から平成20年７月までずっと調査を継

続しているんですが、まだ幼獣の確認がされていないということで、まだ出産、

哺育洞としての認知はできる状況ではないと考えております。

○玉城ノブ子委員 これに関連して、カラ・カルスト地域学術調査委員会が幼

獣確認のために調査の申し入れをやっておりますよね。ところがその調査につ

いて許可していないということなんですが、それはどうしてですか。

○栄野川盛信新石垣空港課長 今年度６月に、カラ・カルスト地域学術調査委

員会と県で合同調査を実施しております。その際に、Ｃ洞窟と呼んでいるんで
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すが、そこでリュウキュウユビナガコウモリの妊娠個体３個体を捕獲したとい

うことで、再度その調査委員会から調査の依頼があったんですが、県は工事実

施して以降、事後調査ということを実施しておりまして、その事後調査と重な

るということもありまして、なかなか出産、育児期とか微妙な時期にあります

ので、他のコウモリの攪乱が予想されるということと、台風がその時期に近づ

いていたということで、安全性の確認が大事だということで、それについては

現場のほうから委員会に説明しまして、理解は得られているのかなと考えてお

ります。

○玉城ノブ子委員 このカラ・カルスト地域学術調査委員会の皆さんは影響の

少ない方法で調査ができますので、ぜひ調査をしたいという申し入れをしてい

らっしゃると聞いているんですが、もしこの皆さん方が再度この調査をどうし

てもやりたいということであれば、皆さん方としてはやっぱりコウモリの大事

な洞窟にかかわる、哺育にかかわる問題ですので、これは皆さん方は積極的に

対応すべきではないですか。

○栄野川盛信新石垣空港課長 新石垣空港事業予定地とその周辺に５つの洞窟

がございます。Ａ洞窟、Ｂ洞窟、Ｃ洞窟、Ｄ洞窟、Ｅ洞窟と命名しております

が、Ａ洞窟、Ｄ洞窟がコウモリの生息にとって非常に重要な洞窟と位置づけて

おりまして、こちらは空港外になるものですから、万全の保全を図っていくこ

とにしております。しかしながらＢ洞窟、Ｃ洞窟、Ｅ洞窟につきましては、ど

うしても空港の事業との関連で改変がされますので、今おっしゃられた調査に

ついて、Ａ洞窟とＤ洞窟につきましては今後とも合同なり一緒に調査すること

については特に問題ないと考えております。

○玉城ノブ子委員 このコウモリが見つかったところが、来年の３月までに一

部壊される予定であるということが出ているわけですから、希少コウモリにと

って種の保全に極めて重要な出産、哺育洞窟が不明のままに破壊されるという

ことは大変問題があると思うんですね。やはり生態に重大な影響を与えること

になるわけですから、これについては皆さん方はそういうことがないように積

極的に対応すべきではないかと思うんですが、どうでしょうか。

○栄野川盛信新石垣空港課長 新石垣空港整備事業につきましては、環境影響

評価がなされておりまして、その中でその枠組みとしましては、先ほど言いま

した外側に残るＡ洞窟、Ｄ洞窟につきましては、その周辺の土地も買収した上
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で万全の保全をすれば、Ｂ洞窟、Ｃ洞窟、Ｅ洞窟で改変がなされたとしても影

響については軽微であるという枠組みになっております。その中で改変される

洞窟についても、例えば洞窟の入口が事業で破壊されるんですが、それを空港

の外につけかえるとか、可能な限り保全を図っていくことにしておりまして、

県としては、新石垣空港小型コウモリ類検討委員会という専門家からなる委員

会を設置しておりまして、その専門家の指導、助言も得ながら、保全対策につ

いては実施しているところであります。

○玉城ノブ子委員 皆さん方のところに日本生態学会、自然保護専門委員会、

哺乳類保護管理専門委員会から要望書が提出されておりますよね。これについ

ては皆さん方は、その要望の中身についてどのように対応しようとしていらっ

しゃるんですか。

○栄野川盛信新石垣空港課長 日本哺乳類学会から平成20年９月30日、日本生

態学会から９月12日付でコウモリの保全のため工事中断の要請が出されており

ます。その内容としましては、先ほどありました平成20年６月７日のカラ・カ

ルスト地域学術調査委員会の調査で、新石垣空港建設予定地内にある５洞窟の

うち、Ｃ洞窟の洞口でリュウキュウユビナガコウモリの妊娠中の雌個体４個体

を捕獲したことなどから、Ｃ洞窟の工事延期や中断を求める要望書となってお

ります。県としましては、その後に６月30日、７月１日に建設予定地内の５洞

窟調査を実施しております。Ｃ洞窟におきましては、リュウキュウユビナガコ

ウモリの幼獣あるいは授乳、妊娠メスは確認されておりません。それから、環

境影響評価書のほうでは事後調査の結果によりまして、環境影響の程度が著し

いことが明らかになった場合に、洞窟付近での工事を一たん中止して、新石垣

空港小型コウモリ類検討委員会の指導、助言を得て環境影響の回避、低減措置

の強化や、あるいは改善を図ることになっております。県としましては、これ

についても専門家の意見をいろいろ聞いて報告、評価されているんですが、専

門家からなる委員会におきまして、現在工事の実施により環境影響の程度が著

しいとの結論には至っていないという評価がされておりまして、工事を中止す

る状況にはないものと考えております。

○玉城ノブ子委員 堂々めぐりになっているみたいなんですが、しかし専門の

皆さん方からそういう要望書が出ているわけですから。そしてこの皆さん方は

幼獣を確認するために再調査をさせてくれということの申請書も出して、これ

は専門の委員長がこれは非常に大事なコウモリの哺育にかかわる場所なので、



- 22 -
H20.10.08-02

観光振興・新石垣空港建設促進特別委員会記録

再度調査をして見直す必要があるということを皆さん方に要望しているわけで

すから、皆さん方はこれを受けてもう一度調査し直す、皆さんがおっしゃって

いるように調査をやるということが必要なんじゃないかなと思うんですよ。そ

の調査の結果によっては工事の延期も含めて検討していくことが必要なんじゃ

ないかと思うんですが。

○漢那政弘土木建築部長 ちょっと整理いたしますと、カラ・カルスト地域学

術調査委員会が６月７日に調査をし、妊娠中の個体が捕獲できたと。そういう

ことがございまして６月30日、７月１日に合同で県は調査を実施しているわけ

ですね。Ｃ洞窟においてはリュウキュウユビナガコウモリの幼獣あるいは授乳、

妊娠のメスは確認されていないということがございまして、小型コウモリの個

体数も県の調査から工事着手後も、工事実施前も同様な生息状態あるいは経年

変化の範囲内ということで、新石垣空港小型コウモリ類検討委員会において報

告、評価されてございます。同委員会において、工事の実施により環境影響の

程度が著しいとの結論にはまだ至っていないことから、現在工事については継

続しているということでございます。新石垣空港小型コウモリ検討委員会の専

門委員会の指導、助言を得ているということでございます。

○玉城ノブ子委員 同じことの議論になっているんですが、しかしやっぱり専

門の学術調査委員会の皆さん方が一緒に調査をして、洞窟の入口でコウモリの

出産、哺育場所と確認されるような状況を確認しているわけですよね。ですか

ら、そういう意味においては、この皆さん方が再度ここで、皆さん方のほうか

ら幼獣確認のための調査が十分できていないということに対して、もう一度調

査をさせてくれと。それによってこれは必ず哺育の場所になっているんだとい

うことで専門の委員会の委員長が言っているわけですから、そういう意味では

そういうのを受けて、環境に負荷を与えないということが皆さんの環境調査の

中でも確認されていることですので、しかも要望書も上がってきているわけで

すから、これに対してどう対応するかというのをもう一度皆さん方は検討して

いく必要があるんじゃないですか。

○根路銘恵一新石垣空港統括監 今玉城委員からございます御意見について

は、確かに去年もカラ・カルスト地域学術調査委員会とともに調査をやってい

ますし、県も調査してございますし、調査時期や方法をいろいろ検討した上で

要請書があれば、当然調査を一緒にやっていくと。去年もやっておりますし、

それはいろいろ検討に値することとは考えております。



- 23 -
H20.10.08-02

観光振興・新石垣空港建設促進特別委員会記録

○玉城ノブ子委員 ぜひこれは皆さん環境影響評価書でも環境に重大な負荷を

与える状況が生まれた場合には工事を中止や延期もあり得るということを確認

しているわけですから、そういう意味ではこういう生態系に重大な影響が出て

くるということが出たときに、再度皆さん検討し直して、十分な調査の上に立

ってそれをどう保護していくかということも含めて、その対応をぜひやってい

ただきたいとまず申し上げておきます。もう一点なんですが、台風13号の大雨

で、相当の雨量が石垣島に降っているわけなんですが、16日にも191ミリリッ

トル、その前にも678ミリリットルの降雨量があったわけなんですが、そのと

きこれらの工事現場での雨量がどれぐらいだったのかということと、このとき

に赤土の流出はなかったのかということもお願いします。

○栄野川盛信新石垣空港課長 石垣市のほうでは９月12日からの台風13号の接

近で記録的な大雨となっておりまして、事業地内でも24時間雨量で315ミリリ

ットルの降雨が観測されております。この雨量につきましては10年確率雨量の

264ミリリットルを超えているんですが、県のほうとしてはこれまでの建設工

法モニタリング委員会の指導、助言を得ながら、仮設調整池とか容量拡大して

きたり、赤土流出防止対策については万全を期してきた結果、台風13号での赤

土の流出は確認されていないということであります。防止することができたと

いうことであります。

○玉城ノブ子委員 ぜひこれは赤土の流出もそうだし、先ほどのコウモリの生

態系に与える影響の問題もそうですが、皆さん環境の問題については十分配慮

して、その影響が出ないような形で工事を進めていかないと環境衛生体系に大

きな影響を及ぼすようなことがあってはいけないと思いますので。その点につ

いてはきちんと環境影響評価もやって、さらにその上にそういうことがないよ

うに万全を期して工事を進めていくと皆さんは言ってきているわけですから、

これについてはきちんと対応していただきたいということを最後にもう一度。

○漢那政弘土木建築部長 新石垣空港につきましては当初の設置許可からそう

でございますが、ここまで時間がかかったのはやはり環境、自然保護の観点が

大変大きかったと認識しております。したがいまして、現在の新石垣空港の整

備につきましても環境対策、負荷の低減、回避等につきましては、私どもなり

に万全を期して取り組んでいるつもりでございますが、委員からの提言もござ

いますように、まだ平成24年度供用開始に向けて環境につきましてしっかりと
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保全、回避、低減等につきましてこれまで以上に取り組んでいきたいと思って

おります。

○比嘉京子委員長 ほかに質疑はありませんか。

辻野ヒロ子委員。

○辻野ヒロ子委員 アクセス道路についてお尋ねしますが、石垣市での検討委

員会を私も８月１日の第３回と８月26日の第４回を傍聴させていただきまし

た。８月１日のときにはかなり議論が交わされて、ちょっと雲行きがあやしい

なという感じもしましたが、そのときに白保公民館がかなり反対しておりまし

て、８月26日までに臨時総会をもって－アクセス道路については最初から白保

公民館の言い分であったルートを通らないものですから、その振興策などを条

件をつけて了解をもらったと聞いておりますが、その振興策というのはどうい

うものなのかできれば教えていただきたいんですが。今後フォローしていく上

でもぜひ知っておきたいものですから。

○根路銘恵一新石垣空港統括監 ただいまの委員からの質疑ですが、白保公民

館がルートを同意するということで、今現在新石垣空港整備事業を進めており

ますが、そこにも19項目要望がございまして、大体19項目のうちの半分は全部

決着がついている状況です。さらに今回ルートを決定するに当たって、新たに

地元から要望が出てきたわけなんですが、その要望といいますのは、当然工事

を進める上では赤土の防止対策を十分やってほしいということと、新しいアク

セス道路ができますので、そこに特産物の販売所とかポケットパークとかをぜ

ひ地元のために検討できないかというのと、部落の後ろ側に新しく公民館がで

きたものですから、その公民館への入り口の道路の整備とか、そういったもろ

もろ、完全に７項目記憶していないんですが、そういった項目がございまして、

それについては一概に道路管理者として県が整備できる部分と、石垣市の協力

を得なければ実現できない部分がございますので、その辺は石垣市とも十分連

携、調整しながら、やはりルートがせっかく決まったわけですから、アクセス

道路の整備が進むためにも石垣市と一緒になって取り組んでいかなければいけ

ないという考え方をもっております。

○辻野ヒロ子委員 そんなに難しい条件じゃなかったからスムーズにいったの

かなというのも考えられますが、その後にほかの公民館の皆さんが、何で白保

区の言うことばかり県は聞いて、じゃあ宮良区はどうなるのと、騒音はみんな
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宮良区に来るよとかいろいろな苦情も実は受けたものですから、やはりスムー

ズに進めたいという気持ちと地域間の温度差はあるなという感じがしました。

でもＢ-２のルート案で決まって、これから粛々と進めていただきたいんです

が、そういう中で道路財源の問題とかいろいろ道路予算も厳しい状況になるこ

とも懸念されますが、そのあたり今後どう進めていかれるのか教えてください。

○漢那政弘土木建築部長 アクセス道路の事業採択に関する御質疑と思います

が、現在ルート案が決定というよりも地元の総意が決まったということでござ

いまして、まだこれから地元の合意形成がなされるということでございますの

で、これからは沖縄総合事務局あるいは関係機関と協議、調整を８月から進め

ているところでございますので、アクセス道路の早期事業化に向けて懸命に今

取り組んでいるところでございます。

○辻野ヒロ子委員 開港には間に合わないということではあるんですが、やは

り早目にやっていただかないと交通状況がかなり厳しいことになるんじゃない

かという懸念はされますので、今後沖縄総合事務局あたりという話もあります

ので、きちっとその辺は進めていただきたいと思います。また地元としてどう

いうことができるのかということはいかがでしょうか。例えば新石垣空港促進

協議会というのを立ち上げて、新石垣空港が着工するまで今もそのまま続いて

いますが、そういうことでやっておりますが、今回アクセス道路に関しても官

民一体となってアクションを起こしたほうがいいのか、また国に要請するとか、

そういう話もありますが、いかがでしょうか。

○漢那政弘土木建築部長 当然のことでございますが、地元の熱意や要望、ニ

ーズがやっぱり声を大にして発信するというのが大事でありますので、委員が

おっしゃるように具体的なことは地元石垣市とも連携をとって調整をして、ど

のような形がいいのか具体的に御相談させていただきたいと思います。

○辻野ヒロ子委員 アクセス道路の件はよろしくお願いします。あと新石垣空

港ターミナルビルについてですが、その辺も基本設計、実施計画に入っており

ますが、総事業費というかそれも大体決まっていると思うんですが、その内容

についてお伺いします。

○漢那政弘土木建築部長 ターミナルビルの事業費、工事費という質疑だと思

うんですが、今まだ検討委員会で検討しているところでございますので、いろ
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いろこれから新会社が選択したり、決定したりすることになろうかと思うんで

すが、今私どもが机上で見込んでいる金額で申しますと58億円と－あくまで試

算でございますので、その中で約58億円程度という表現で入れさせてもらいま

して、そのように見込んでおります。貨物のほうも同じようなものでございま

すが、やはり検討委員会で検討されている数値は約５億円と試算をしていると

ころでございます。

○辻野ヒロ子委員 利用客数は、開港当初は約230万名、10年後には280万名と

いう見込みでやっておりますが、これを第３セクターでやるわけですよね。そ

の場合の出資の割合がわかりましたら教えていただきたいのですが。

○根路銘恵一新石垣空港統括監 今現在出資している関係機関に私どもも声か

けをしている状況でございまして。どうしてかといいますと、まだ具体的にど

こどこにある程度目安として出資のお願いはしておりますが、やはり旅客貨物

も含めて今我々が試算金額を出しているわけなんですが、それに基づいて健全

な運営の収支計画がある程度固まらないと、やっぱり出資者側に具体的にお金

を出してくださいとなかなか声かけができない状況もございまして、ですから

具体的に数値が固まるのは第３回検討委員会、これは11月に予定していますが、

それまでにある程度そういったものも含めて検討がなされて、ある程度見通し

も出てくると思うんです。現在の状況では、ただ第３セクターということで県

と沖縄振興開発金融公庫と地元石垣市と竹富町には声かけをしましたら賛同を

得られておりますので、そのほかに航空会社２社ございますが、そこと、あと

問題は県内の地元の企業や経済界も含めて、今やっぱりいろいろ不景気な世の

中になってございますので、我々が想定している会社が具体的に何社ぐらいか

というのは非常にお答えしづらいんですが、そういったことで現在県内、沖縄

本島それと地元の経済界にもいろいろ声かけはしているということです。

○辻野ヒロ子委員 会社設立は予定どおり年度内ということで大丈夫なんでし

ょうか。

○根路銘恵一新石垣空港統括監 そうですね、会社設立するとなると財政的な

面が一番絡んでくるわけですが、私どもとしては全体的には出資額が幾らとい

う莫大な金になるわけですが、設立するためにはそのうちの一部、小さく会社

をつくっておいて、段階的に３年ぐらいで出資額をふやしてやろうかという計

画をもっています。今年度に大丈夫かということですが、我々も財政当局に補
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正でお願いをしている状況でございまして、財政当局がどういう、一生懸命我

々もお願いして何とか議会でも、これまで３月末までには何とか会社を設立し

たいという取り決めをしていますので、財政当局も今一生懸命説明をして、何

としても年度内の設立に向けて努力をしているところでございます。

○辻野ヒロ子委員 あと６カ月を割っていますし、もし年度内でしたら資本金

が幾らで、例えば県、沖縄振興開発金融公庫、航空会社、そして地元、また民

間企業と割合が大体決まっていてもいいころじゃないかなと、ちょっとおくれ

ていないのかなというのが懸念されますが、そのあたり大丈夫ですか。

○根路銘恵一新石垣空港統括監 やはり３月末までに会社を設立するわけなん

ですが、11月で収支計画をまとめた後、設立準備委員会というのを予定してお

りまして、恐らく12月ごろからはそういった設立準備委員会に向けて取り組ん

でいかないといけない状況にありますし、委員会が終われば何とかそういった

具体的なお話も地元に対してできると思うんですが。そういった意味では我々

も今一生懸命年度末に向けて取り組んでいますので、決しておくれているとい

う状況とは考えていないです。またやはり予算の問題もありますから、ぜひ地

元の委員の皆さんも財政当局には少しいろいろな意味での御支援を賜りたいと

いうのが本音でございますが、よろしくお願いします。

○辻野ヒロ子委員 地元の皆さんもやはり地元でできるターミナルということ

で関心を持っているんですね。自分たちも出資できないのかとかそういう声も

かなりありますし、そのあたりが割合もまだわからない状況でしたら、そのあ

たりどう説明していいか私もわかりませんが、そういうのがあればぜひ地元に

も声をかけていただいて、すばらしい会社になるよう、また採算がとれるよう

な方向で計画を練っていただきたいと思います。最後に、規模的にイメージと

してどれぐらいの規模のターミナルになるんでしょうか。例えば宮古島市のタ

ーミナルくらいなのか。また神戸空港くらいなのかなという思いをさせていま

すが、いかがですか。

○根路銘恵一新石垣空港統括監 イメージ的に考えますと、今現在の石垣空港

の旅客ターミナルが4400平米くらいなんです。ですから先ほど御説明にもあり

ましたが、新空港は１万4000平米ですから、現空港の３倍ぐらいにはなります。

それと神戸空港の場合は300万人の利用者がございますが、神戸空港の場合は

約１万5400平米の規模をもっています。あと私どもは常に議論するときには他
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空港の事例をいろいろやりますが、北九州空港の場合も１万5200平米というこ

とでは決して新石垣空港の１万4200平米は引けを取らない立派なスペースを確

保した空港になるんじゃないかと。ただこれはあくまで私どもが検討委員会で

やっているあらあらの規模でございますので、さらにコストの問題だとかいろ

いろな問題がございますので、会社に引き継いだときにその規模が膨らむのか

縮小するのか、その辺は経営的な問題もございますからちょっと含みはあると

思いますが、そういう感じであります。

○比嘉京子委員長 ほかに質疑はありませんか。

金城勉委員。

○金城勉委員 この空港関連で、総事業費は幾らになりますか。

○漢那政弘土木建築部長 新石垣空港としての総事業費は420億円を見込んで

おります。

○金城勉委員 これは国、県の負担割合はどうなりますか。

○栄野川盛信新石垣空港課長 420億円のうちの補助事業の分が約333億円、こ

ちらは10分の９の補助になります。あと気象レーダーとか直轄の事業がありま

すので、これが現時点で約42億円、それから県の単独事業が約45億円という構

成になっております。

○比嘉京子委員長 ほかに質疑はありませんか。

座喜味一幸委員。

○座喜味一幸委員 ターミナルの規模ですね、それは入客数だとか貨物量の緒

言が決まればおのずから決まる基準があるんですか。

○根路銘恵一新石垣空港統括監 おのずから決まるということではなくて、先

ほどもお話ししましたが、いろいろな都道府県には空港がございますので、そ

の辺の事例とか、先ほど説明がありました飛行機が１時間当たりに一気に５機

来たときに人間が830人くらい来ますから、そういったときの必要面積とか、

そういったもので決める形になります。
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○座喜味一幸委員 それから先ほどの事業費の中で、これから収支をして最も

ベストな形で規模を決めていくと思うんですが、この空港の建物そのものは第

３セクターにしろ株式会社を設立するわけですね。そうすると建物そのものの

国、県あるいは地元第３セクターの持ち分というのはどういう配分になるんで

すか。今の約50億円と貨物が約５億円なんぼですね。

○根路銘恵一新石垣空港統括監 これは株式会社で第３セクターですから、そ

の株式会社の所有物ということで、県がどうこうということではございません。

○座喜味一幸委員 そうするとターミナル株式で借り入れから償還まで収支が

合うように運営しなさいというのが原則になりますね。その中で一つ、ターミ

ナル株式会社は空港によってもうかる会社と厳しい会社があるといろいろ聞い

ているんですが。私は、テナントの部分のルールとお客さんをどう集めるかと

いう部分が極めて収支に響くかと思うんですが、その審議会が大体テナントの

部分とかは収支の場合どういうポイントを議論しているのですか。

○根路銘恵一新石垣空港統括監 お手元の先ほど御説明した資料の中で、実は

事例というのが右下にございまして、その中では全体の１万4190平米ございま

すが、その中でビル会社の面積が５％、航空会社が42％、共有が40％、テナン

トが13％という形になっておりまして、その概略の絵で、経営計画を今立てて

いる状況でございます。ですからテナントがこの概略図では1840平米ございま

すから、それと航空会社の5970平米ですね、その分が原価を返却するための借

り賃になっていくわけなんですが、これまでは具体的にじゃあ幾らかというの

はちょっとまだお示しできません。そういうことでやっています。

○座喜味一幸委員 今までの出資のあり方、空港の第３セクターのつくり方と

して、大体県が音頭をとらないといけないと思うんですが、一般的に県の出資

比率はどれくらいなんですか。

○根路銘恵一新石垣空港統括監 これも他空港の事例をいろいろ見てみます

と、大体出資率というのは所要金額の約10％から30％ということで見込んでご

ざいまして、じゃあ10％がいいのか30％がいいのかとか、その間をとって20％

なのか25％なのかとかいう、この辺はじゃあ幾ら出せばいいのかというのは財

政当局との調整もございますが、大変申し訳ないんですがちょっと。
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○座喜味一幸委員 新石垣空港は将来の集客数も計画して非常に影響も大き

い、沖縄県の集客数に大きなウエイトを占めると思うので、ぜひ立派な空港に

していきたいものだなと思うんですが、非常に佳境に入って御苦労さんですが、

最後に１つだけ、排水系のことをちょっと伺いますが、この絵で見るとターミ

ナル周辺がどうも盛り土になっているんです。

○根路銘恵一新石垣空港統括監 はい、そうです。盛り土といいますか、切っ

てこの図面からいいますと下のほう、山を切ったものですから下のほうがくぼ

んでいるということです。ですからエプロンや滑走路等は平行です。

○座喜味一幸委員 誤解しました。私は盛り土ならちょっと圧密実験に時間が

厳しいんじゃないかと思ったんですが、よくわかりました。それで、この空港

全体の排水系が見えないんですが、非常にキャッチエリアが大きいんですが、

空港周辺の排水系がよく見えないんですが。何か受けてから既存の河川に流す

とか。

○栄野川盛信新石垣空港課長 新石垣空港の排水系統ですが、現在の国道390

号から西側については轟川に排水する計画にしております。左側のほうに準用

河川の轟川というのがあるんですが、そちらに排水していくと。それから現国

道から海側につきましては、これも環境影響評価の中で地下水の涵養というこ

とがありまして、空港に降った雨は地下に浸透させて涵養を図っていくという

ことになっております。浸透池という、かなり規模の大きい池を空港と海側の

間に設置しまして、そこから大部分は浸透させていく計画にしております。空

港を横断する排水は既設の排水路に流していくということにしておりますが、

大部分は浸透ということになります。

○座喜味一幸委員 わかりました。ぜひ工事期間中のいろいろな赤土等もあり

ますし、将来の運用を保全するという意味もあるから。排水系は－最近は雨の

降り方も強くなっているようですから、ぜひ環境にも配慮しながら排水系をし

っかりと守っていきたいもんだと思います。頑張ってください。

○比嘉京子委員長 ほかに質疑はありませんか。

（「質疑なし」と呼ぶ者あり）
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○比嘉京子委員長 質疑なしと認めます。

以上で、新石垣空港整備事業の進 状況について質疑を終結いたします。

休憩いたします。

午後０時４分 休憩

午後１時22分 再開

○比嘉京子委員長 再開いたします。

次に、本委員会付議事件観光の振興及び新石垣空港の建設促進並びにこれら

に関連する諸問題の調査及び対策の樹立に係る沖縄県観光振興計画における各

指標の平成19年実績について審査を行います。

ただいまの議題について、観光商工部長の説明を求めます。

仲田秀光観光商工部長。

○仲田秀光観光商工部長 １ページをお開きください。

沖縄県観光振興計画における各指標について、平成19年の実績を御説明いた

します。

表の中に、着色された部分が２カ所ありますが、薄いブルーで着色された左

側の上段は平成19年の実績値で、下段の括弧書きは平成20年６月時点での見込

み値あるいは確定値です。薄いイエローで着色された右側は第２次観光振興計

画の目標値でありまして、両方を対比しながら御説明いたします。

１番の入域観光客数については、平成19年は586万9200人で、第２次観光振

興計画の目標値580万人に対して101.2％の達成率となっております。

沖縄への関心、人気の継続を背景に、航空会社の新規路線開設及び主要路線

における増便、宿泊施設の増加等による受入体制の充実、沖縄リゾートウェデ

ィングの増加、官民一体となったキャンペーンなどの要因により、平成19年目

標を上回りました。

外国人観光客数については、平成19年は17万4600人で、目標値25万人に対し

て69.8％の達成率となっております。

平成18年の９万人と比較すると、約８万人の増となっております。主な要因

は、台湾からの定期クルーズ船の運航再開、香港などからの航空チャーター便

数の増加などにより前年実績を上回りました。

２番の観光客１人当たりの県内消費額については、平成19年は７万2239円で、

目標値８万円に対して90.3％の達成率となっております。

全国的な旅行商品の低価格化、家庭における旅行関連支出の低迷、観光地間
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の競争の激化などにより、観光客１人当たり県内消費額は伸び悩んでいる状況

であります。

費目別に見ると、リゾートショッピングの進展、食への関心の高まりなどに

より土産費や飲食費は増加傾向にあります。

一方、宿泊特化型施設の増加、平均滞在日数の伸び悩み及びフリープラン型

パック旅行や個人旅行が増加傾向にあることなどから、宿泊費、交通費、娯楽

費、その他は減少傾向にあります。

観光収入については、平成19年は4240億円で、目標値4800億円に対して88.3

％の達成率となっております。

観光客１人当たりの県内消費額は伸び悩んでいる状況でありますが、入域観

光客数が堅調に推移していることから観光収入は伸びております。

２ページをお開きください。

４番目の平均滞在日数については、平成19年は3.72日で、目標値4.10日に対

して90.7％の達成率となっております。

全国的に、労働者１人当たりの平均年次有給休暇の取得数が減少しているこ

と、比較的手軽なレジャーが増加している傾向を受け、長期滞在の割合が減少

していることなどにより平均滞在日数は横ばいの状況であります。

５番のコンベンション開催件数については、平成19年は699件で、目標値730

件に対して95.8％の達成率となっており、ほぼ前年並みとなっております。

国際会議は第21回太平洋学術会議、第７回アジア学術会議等が開催されまし

たが減少となっております。

コンベンション県外・海外参加者数については、平成19年は６万6050人で、

日本看護学会などの大規模県外会議の開催はあったものの、平成18年に開催さ

れた世界のウチナーンチュ大会の終了によって前年を下回っております。

３ページをお開きください。

スポーツキャンプ・合宿数については、平成19年は355件で、目標値220件に

対して161.4％の達成率となっております。

スポーツキャンプ・合宿の件数は、冬場の陸上競技合宿地としての認知度の

向上等により順調に伸びたため、目標値を上回っております。

参加者人数も増加基調にありますが、スポーツキャンプ・合宿等が小規模化

していることから、件数に比べ伸び悩んでおります。

８番の宿泊施設客室数については、平成19年は３万3654室で、目標値３万

1200室に対して107.9％の達成率となっており、収容人員についても平成19年

の目標を達成しております。

その主な要因としては、宿泊特化型のホテルや民宿等の小規模施設が増加し
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たことが挙げられます。

クルーズ船の寄港回数については、平成19年は61回で、目標値90回に対して

67.8％の達成率となっております。

平成19年は、平成18年に一時運休していた台湾からの定期クルーズ船の運航

再開や、その他欧米本社にある大型クルーズ船の寄港等により、全体として寄

港回数が増加しております。

４ページをお開きください。

10番目の観光情報アクセス件数については、平成19年は月平均38万5000件で、

目標値18万件に対して213.9％の達成率となっております。

離島観光を含めた県内の様々な観光情報やイベント情報、特集コンテンツな

どの内容を充実したことにより、アクセス件数は平成19年の目標を大幅に上回

っております。

リゾートウェディング実施組数については、平成19年は過去最高の7285組で

したが、目標値7500組に対しては97.1％の達成率となっております。

増加の背景としては、チャペル数の増及び旅行会社向けの説明会の実施によ

り、商品造成が進んだことなどがあります。

また、一般顧客向けリゾートウェディングフェアを開催したことなどもあり

ます。

以上が実績値でございます。

それから、昨年度実施しました観光統計実態調査は７月に結果がまとまりま

して、既に公表しているものでありますが、その概要を御説明したいと思いま

す。

平成19年度観光統計実態調査の概要版でございます。

１ページをお開きください。

入域観光客数と観光客１人当たりの県内消費額、観光収入ということで既に

説明した内容です。

２ページの下のほうですが、観光客にアンケート調査を実施しまして、居住

地別に見た観光客の特徴について集計がまとまっております。

３ページをお開きください。

航空乗客アンケートの結果ということで、居住地別の四半期別に調査の特徴

を見ますと、夏は特に関東地方で30％が多いという状況ですが、秋、冬になり

ますと東北地方からの来県数が多くなっているという特徴があります。それか

ら平均泊数は北海道、東北地方が3.05泊というように長いということです。

４ページの居住地別の来県ということでは、関東地方や近畿地方、九州地方

から複数回来ている観光客が多い。それから活動内容については、関東地方が
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観光地めぐりのほうが多い。九州地方のほうはビジネス客が半数近く占めてい

るという特徴があります。

５ページをお開きください。

沖縄県にまだ来たことがない方、未来訪者に対してインターネットで調査し

た内容です。左上のほうは、沖縄旅行の経験ということで黒く書いております

が、沖縄旅行を計画したことがあるがまだ来たことがない者は13％。この人た

ちが、潜在的に沖縄に来る客として見込めるのではないかということです。真

ん中の表は、沖縄県への来訪経験別に今後の傾向を見るということで、未来訪

者のうち沖縄へ行く計画をしたことのある人が沖縄旅行の意識が高いというこ

とで、この方々に沖縄のイメージ等をインターネットで調査したという内容で

す。

７ページのほうをお開きください。

上のほうは、旅行タイプの人気度ということで、一般的に沖縄も含めてどう

いった旅行タイプが人気があるかということでアンケートをとりまして、複数

回答でアンケートをとっております。左側のほうから温泉旅行、グルメ、自然

や景勝地、のんびり過ごすという形で旅行タイプの人気度が出ております。下

のほうは、旅行タイプで沖縄県はそれが楽しめるかということで聞いておりま

して、一番高いのがダイビング、海辺で楽しむということが沖縄では楽しめる

ということで、左側の表の２つを右側でクロスさせてまとめたものが、右の表

です。横軸に一般的に旅行タイプ、右側のほうに行けば行くほど一般的に旅行

として人気がある項目ということで、例えば温泉は横軸で見ると80％近く、75

％のところにきております。縦軸にそれが沖縄で楽しめるかどうかのパーセン

トを示しております。温泉は旅行としては人気があるが、沖縄では楽しめない

ということで右側には高いが、高さでは下のほうにきているということになり

ます。したがって、表の右上のほうに行けば行くほど、人気が高い旅行のタイ

プで、しかもそれが沖縄でそれが楽しめるという旅行のタイプだと思います。

例えば、のんびりと過ごすというのは、半数以上の人が旅行でのんびりとした

いというのと、半分以上が沖縄でそれが満喫できるというタイプになっており

ます。それから特徴的なものは、左上のほうに行きますと、ダイビングは旅行

タイプとしては余り人気がないのですが、沖縄では十分にダイビングは楽しめ

るという位置づけになっております。

そういうことで、沖縄旅行の企画商品をつくるときにそういった項目を参考

にして旅行商品をつくればという資料になると思います。

それから９ページは、人気の高い旅行先ということで、旅行タイプ別に見ま

して沖縄県が１位になっているものは、上から２番目のほうの海辺で楽しむと
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いうのが沖縄で非常に楽しめるということですし、のんびりと過ごせるという

のも１位で、その次に北海道が高いと。海辺で楽しむというのは、外国も含め

て沖縄が断トツということです。自然や景勝地は北海道のほうが一番高いです。

１位になっているという意味では、いやしを求めてというのは沖縄県、北海

道で旅行ができると。それからリゾート感覚で沖縄とハワイが同じような高さ

ということです。右のほうは、それを年齢別に示した棒グラフになっておりま

す。

11ページは、沖縄とハワイの魅力を比較しております。オレンジの色が沖縄

の魅力の多いところ、ブルーが大きいところがハワイの魅力の大きいところと

いうことで、沖縄の旅行は治安のよさ、人々の親切さ、のんびりした時間とい

うことで沖縄のほうが旅行タイプでは有利ということです。ただ、下のほうを

見ますと、ショッピング及びエンターテイメント、それからリゾートウェディ

ング等についてはハワイのほうが魅力が高いとなっております。

12ページの沖縄旅行の阻害要因ということで、マイナス要因の項目を挙げて

もらいまして、交通費が高い、同行者と休日が合わなかった、一、二泊で距離

的にも離れているので個人というよりも複数で沖縄県に来県するということ

で、同行者がいないということで沖縄旅行を組めなかったという分析になって

おります。

13ページは、沖縄に来た方々でこれまで沖縄に来てなくて沖縄旅行のイメー

ジを聞いたものですが、沖縄に来た経験のある方々にアンケートをとっており

ます。沖縄の食事のイメージが左にあり、濃いブルーが沖縄に来たことがある

人、薄いブルーが沖縄に来たことがない人ということで、差の大きいところで、

独特な調理方法で来県者のほうがイメージが低く、特にまだ沖縄に来てない方

々は独特な調理法があるのではないか、でも来てみるとそうでもないというこ

とです。独特な食材については、来たことのある人も来てない方もちょっと本

土と違う食材があるのではないかとなっております。それから右側の表ですが、

沖縄の魅力の認知度タイミングということで、横軸のグラフは沖縄旅行の魅力

でどういった魅力があるのかという割合をとっております。縦軸は、その旅行

タイプが沖縄で楽しめたかどうかということで、例えばダイビングを見ますと、

沖縄にダイビングを期待して、約半分ぐらいが楽しめたという評価になってお

ります。これを４つに切って斜め右上に行けば行くほど、沖縄に期待していて、

それが十分に満足ができたという位置づけになります。左側の上にいきますと、

例えばグルメは沖縄に余り期待してなかったが、来て味わってみたら満足を得

たという部分になります。一番左側になればなるほど期待もしてなく、それほ

ど満足もしなかったと。右下のほうになると、期待していたけれどもそれほど
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満足を得られなかったという項目になります。そういった調査結果を旅行社な

どの関係者に調査を示して、今後の沖縄旅行のメニューづくり、商品づくりの

参考にしてもらいたいということで調査をまとめてあります。

以上、実績と関係資料でした。

よろしく御審議のほどをお願いします。

○比嘉京子委員長 商工観光部長の説明は終わりました。

これより、沖縄県観光振興計画における各指標の平成19年実績について質疑

を行います。

なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、

重複することがないように簡潔にお願いいたします。

質疑はありませんか。

髙嶺善伸委員。

○髙嶺善伸委員 先日、国際通りが歩行者天国だったものですから、ずっと端

から端まで歩いてみました。名前が国際通りというせいなのか、沖縄産の特産

品というよりも外国からの仕入れのお土産品店も結構あるなという気がしたん

ですよね。観光客は、この国際通りに国際的なショッピングができるという意

味で来るのか、沖縄の特産品を求めてくるのかちょっと心配になりました。産

地偽装の問題とかいろいろな問題もあるもんだから、国際通りのコンセプトを

統一して何かやらないと、観光客に誤解を与えてそれが不評につながると大変

だなと思いましたが、皆さんの国際通りのそういう意味での特産品を宣伝して

売って、地産地消というか、そういうもののモデルどおりにやるという方向性

と、文字どおり国際的ないろいろな物産があっていいんだというイメージで行

くのか、どういう方向で考えておられますか。

○仲田秀光観光商工部長 国際通り－それぞれの商店街でコンセプトをつくっ

て地域の活性化ということで商店街の皆さんを中心に頑張っていると思うんで

すが、そこで提供する商品につきまして我々は製造業も含めて県産品の提供と

いうことで力を入れているつもりでございますが、名前が国際通りではあるん

ですが、別に国際的な物産を扱うとかいうコンセプトでやっているとは思って

おりませんが、そこで売られる製品が産地の偽装や誤解がないような、十分な

生産力ないしコストの面で、外国産で沖縄をイメージしたものをつくるにして

も、それはつくったところがどこであるとか場所がどこであるとかはっきりさ

せて、誤解ないし偽装のないような商品の提供であれば、それは商店街それぞ
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れ皆さんの努力ということで頑張っていただきたいと思っております。

○髙嶺善伸委員 ちなみにあの通りだけでどれぐらいの年商を上げる通りなん

ですか。

○仲田秀光観光商工部長 ちょっと今十分に把握しておりません。

○髙嶺善伸委員 商品の構成から、販売している商品の中で地元産品は大体ど

れぐらいの比率のとおりだと認識していますか。

○仲田秀光観光商工部長 国際通りということの数字は把握していないんです

が、平成15年の沖縄県の特産品の実態調査がございます。その調査で推計した

県全体の土産品に占める県産品の割合、これは71.7％で、売上額が614億円と

推計してございます。

○髙嶺善伸委員 ぜひ国際通りを調査して、実態を分析して、今後どうやって

いったほうがいいかを取り組んでもらいたいと思いました。特に修学旅行生は

ほとんどそこでショッピングしている様子でしたね。店頭で沖縄一安いお土産

品とか、看板が誤解を与えるものもあるんですよ。地元のものなのかどうかわ

からない、安ければいいのか。修学旅行生というのは沖縄に対する思い入れも

あるので、どういう印象を持ち帰るかによっていろいろな教育上の影響もある

し、その辺は心配だなという気がしました。それから特産品の並べ方などにつ

いても説明をちゃんとして、お客が選択すればそれで構わないけれども、誤解

させるような売り方をすると、それが不評につながると大変だなとも思いまし

たので、その辺はぜひ実態把握と御指導お願いします。それで皆さんの資料の

11ページ、そこに行こうと思ってこの話をしたんですが、ハワイと沖縄が700

万人から800万人の観光客でしのぎを削って、やがて追いつき追い越すという

ラインですよね。その中で一番極端なのがショッピングではハワイの魅力が断

トツに沖縄よりすぐれているんですよ。ハワイで私も回ってみたら、ハワイの

特産品とかいうのはそれほどなくて、免税品だとかいろいろな世界各国のお土

産品店がショッピングモールに集まっていたりとかいうのがあって、ショッピ

ングの魅力というものはどこからこんな差が出てきているかと皆さんは分析し

ているのかなと思いまして、皆さんの考え方を聞かせてください。

○仲田秀光観光商工部長 今のハワイのショッピングはちょっと私もまだ行っ



- 38 -
H20.10.08-02

観光振興・新石垣空港建設促進特別委員会記録

たことがないので実感としてはないんですが、沖縄もショッピングは県産品だ

けでなく名前の通った、ＤＦＳだとか、世界的に通用するような商品も提供し

ながらショッピング観光ということの分野を新たに沖縄県も今模索していると

ころでございますが、まだハワイとの比較ではまだ十分対応ができていないな

ということは実感として感じているところでございます。

○髙嶺善伸委員 ぜひハワイも行って調査をして、魅力度、満足度というもの

を比較しながら、沖縄県から目指すのをやっていかないと、国際通りに見られ

るような中途半端ではこの先どういう形に評価されるか心配ですね。できるだ

け地産地消というのを進める意味での地元の材料を使った加工という意味で、

消費まで含めて地元でできるだけの付加価値を高めていく形で、お土産品を開

発していくことが満足度を満たすことになるのか、魅力につながるのか。国際

的な流通商品等を幅広く集めて、国際的な購買力を集めるのが魅力度であり満

足度になるのか、その辺は競合しているハワイとよく比較、検討しながらやっ

ていったほうがいいと思う。やっぱりコンセプトがはっきりしているのがハワ

イ。中途半端でこれからまだまだ検討すべき必要があるのが沖縄かなという感

じがするんですよ。ぜひこれだけのアンケート調査をして実態がわかっており

ますので、まず現状というのをきちんと把握する調査活動をやってもらいたい

と思います。

○比嘉京子委員長 ほかに質疑はありませんか。

赤嶺昇委員。

○赤嶺昇委員 議会でもよく質疑があるんですが、観光客1000万人を目指して

いる中で今指標をもらっているんですが、今目標を達成していますよね、

720万人の目標を掲げていますよね。これは順調に720万人に向けて推移してい

ると見ていいのか。

○仲田秀光観光商工部長 720万人に向けて、我々として今入込客数は順調に

伸びていると理解しております。

○赤嶺昇委員 順調に伸びているのは知っているんです。720万人に向けて、

今平成20年ですよね。今年度中は何万人とか、この推移で720万人までいくた

めのそれぞれの目標値というのはありますか。平成21年、平成22年、平成23年

に向けて。
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○仲田秀光観光商工部長 平成19年度からビジットおきなわ計画ということで

年度ごとにやっていますが。翌年度の目標をつくっていくという形に今はして

おりまして、平成20年度の見込みが620万人を目標として挙げてあります。毎

年毎年目標値を定めているということですね。

○赤嶺昇委員 要は平成23年度には当面720万人を目標にしていますよね。こ

の720万人というのは皆さんの目標ですから、ちなみに今平成20年度なんです

が、620万人というのはいつの時点でこれを把握するというか、何月を基準に

しているのか。

○仲田秀光観光商工部長 年度です。来年の３月までです。

○赤嶺昇委員 そうすると来年の３月までには620万人を目指していると理解

していいですか。

○仲田秀光観光商工部長 はい、来年の３月までに平成20年度で620万人を目

指しております。

○赤嶺昇委員 そうすると、あと３年間で100万人目指すわけですから、それ

を今なんとなくこれまで議会でもいろいろな取り組みをしているというのは理

解するんですが、空港の受け入れの体制、便数の問題とか、1000万人に向けて

のインフラストラクチャーの整備も含めて、それは順調に進んでいますか。

○仲田秀光観光商工部長 順調というか、少なくとも平成23年度の観光振興計

画に向けては今順調に進んでいると理解しておりますが、あと1000万人に向け

ては、今後これからいろいろな施策も打ちながら目標を達成していこうと考え

ております。

○赤嶺昇委員 時期によって観光客の数が変わりますよね。夏が恐らく多いか

と思うんですが、年間を通しての受け入れの施策の展開はどのようにしていま

すか。

○仲田秀光観光商工部長 年間を通してとなると委員がおっしゃるように８月

がピークで、10月や６月がちょっとボトムとなるので、その平準化を図るとい
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うことで、修学旅行や、それからＭＩＣＥということで、ＭＩＣＥは余り季節

に左右されなくていろいろな会議とかイベントがありますので、個人じゃなく

て組織で動くようなものなので、季節に関係なく誘致ができるので、そちらの

ほうの会議の誘致とか、先ほど説明した修学旅行とか、平準化されるような旅

行も力を入れて呼んで、トータルとして観光客の入客をふやしていきたいと考

えております。

○赤嶺昇委員 今那覇空港の受け入れの体制で、あれがフルでずっと受け入れ

られる体制があったとして、それは1000万人という目標を空港だけ見た場合に

達成できるんですか。

○仲田秀光観光商工部長 我々は空港だけじゃなくて離島も含めて1000万人と

いうのを目指しておりまして、クルーズ船も含めてですね。それと空港の場合

には便数が集中するときがあるんですよ、夕方とか。それを１日を午前８時か

ら午後５時まで、それを平準化させるような便数の配慮も航空会社に要請しな

がら、トータルとしての便数も確保していきたいと考えております。

○赤嶺昇委員 皆さんの観光振興計画の中で、38ページかな、1000万人を目指

す中で皆さんの現状と課題の中で、那覇空港は平成22年から平成27年ごろには

夏期を中心に航空旅客需要の増加に対応できなくなるおそれがあると。今の話

ですよね。年間の観光客数の伸びが鈍化すると見込まれることから、あと今お

っしゃるように時間の部分とか、いろいろ取り組みをなされているんですが、

修学旅行は以前から来ているじゃないですか。それを本当に具体的に年間を通

すという具体的なアピールも含めて、それは積極的にちゃんと実践できている

かどうかお聞きしたい。

○仲田秀光観光商工部長 補正予算でも若干お願いしていることではあるんで

すが、修学旅行は相手先の理解が得られないと来てもらえないので、そこのほ

うに出向いて、沖縄県の魅力や修学旅行の魅力というものを今民間風に言えば

営業してＰＲして、沖縄旅行の認知度も高めていくという業務をやっておりま

す。

○赤嶺昇委員 皆さんの取り組みの中で、健康保養型観光の推進とありますね。

これは非常にいいと思うんですが、健康保養型の推進ということで現時点でそ

ういう施策でどれぐらいの観光客を、一番直近のデータでどれくらい受け入れ
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ていますか。

○仲田秀光観光商工部長 健康保養型で何名来ているかという数字は今ちょっ

と把握していないんですが、ことしになってエステ・スパ協会ができたり、エ

ステ・スパの会議を沖縄コンベンションセンターでやったりということで、エ

ステ・スパに対する健康保養に対して、沖縄旅行の魅力を高めるということは

やっております。平成19年度の観光統計実態調査で、これは沖縄県に観光客が

来た中でどういった旅行をしたかという比率があるんですが、エステ・スパは

4.4％の方が経験しているということです。今平成19年の数字ですが、平成18

年が3.8％が経験しているということで、徐々に高まってきているということ

です。

○赤嶺昇委員 例えばこのエステ・スパはいいんですけれども、ここに書いて

あるように人間ドックツアーとか、高齢化になってきていますので健康志向と

いうことで、具体的に人間ドックツアーという形で、いろいろなメニューをつ

くる可能性は幾らでもあると思うんですね。それをそれぞれの目的に合わせて

結構細かく課題現状をつくっている割には、この数字が把握されていないとい

うのが課題じゃないかなというのが私の率直な意見なんですよ。これがうまく

いけば観光でかなり沖縄の産業はよくなるんじゃないかなと私は思っておりま

して、ただつくっている割にはどれぐらいの数で今目標値として、どういう具

体的なものをやっているのかというのが見えてこないんですよ。そこは今後数

字を出していくという準備はしているんですか。

○仲田秀光観光商工部長 先ほど説明しました観光統計実態調査は毎年やって

おりますので、その中に項目を入れ込んだりとか、実数が把握できるような調

査内容に努めていきたいと考えております。

○赤嶺昇委員 沖縄に入ってくる観光客で、ビギナーとリピーターの比率はど

うなっていますか。

○仲田秀光観光商工部長 平成19年度のリピーター率が71.8％です。

○赤嶺昇委員 ということは、１回来たことがある方の７割ぐらいはリピータ

ーということですね。残り３割は１回しか来ていないということですよね。ち

なみに、日本国民の何％が沖縄に来たことがありますか。その数字はあります
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か。

○仲田秀光観光商工部長 アンケートでやって、来沖経験者は先ほどの調査の

５ページの左側で、沖縄来訪経験者ということで37％の方が一度は来ていると。

○赤嶺昇委員 じゃあ国民の約60％以上がまだ沖縄に来たことがないという理

解でいいですか。

○仲田秀光観光商工部長 63％がまだ来たことがないということです。

○赤嶺昇委員 そしたらこの63％が１回来るとまたリピーターになる可能性が

あります。これはすごく大きな市場だと思うんですよ。今沖縄に来る観光客の

中でリピーターが７割ということですから。まだ来ていない人が大体63％です

から、この63％をどう沖縄に連れてくるかという話ですよね。それをそれぞれ

のメニューや年齢層、修学旅行は子供たちですよね、そこから高齢者までを含

めて、さまざまなメニューをいかにして年間を通して沖縄にまず１回は来ても

らうかと。先ほどありましたように、何か食べて食事をしたら意外とこれはい

いなと、沖縄に来て発見をしてもらうという体制をつくらないといけないかと

思うんですよ。そこがポイントじゃないかと思いますが、これが今の観光商工

部の一番の仕事じゃないかなと思いますが、どうですか。

○仲田秀光観光商工部長 そういう意味もあってこのアンケート調査をやって

おりまして、国民の13％の方が沖縄に行きたいと思って計画はしたがまだ行っ

ていないというので、潜在需要は非常にあると思っているのでこういう調査を

して、いろいろな旅行の項目別に調査して旅行社に提供しているので、また旅

行会社等も含めて新たな観光メニューづくりが始まると期待しております。

○赤嶺昇委員 ではあと２点ぐらい。外国人観光客が平成18年から平成19年で

大分伸びましたね。これは恐らく定期クルーズ船の関係かと思うんですが、こ

の定期クルーズ船が再開するというだけでも倍に変わったりしますから、そう

すると定期クルーズをさらにふやすということは、具体的な数字をふやすとい

うことにつながると思うんですが、そのための取り組みというのはされていま

すか。

○仲田秀光観光商工部長 一番身近な例はクルーズ船の埠頭の整備です。那覇
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港沖のほうに整備して、今暫定供用の埠頭が来年３月にできます。その後ター

ミナルの充実とかを目指しております。

○赤嶺昇委員 このクルーズ船もそうですし、もう一つ飛躍的に上がっている

リゾートウェディングがありますね。このリゾートウェディングで沖縄県にど

れぐらいの経済効果が出ていますか。

○仲田秀光観光商工部長 平成19年度で7285組来ているんですが、これをもと

に推計してあるんですが、大体１つのウェディングで21名くらいの規模で来て

いると。そうするとこの計算でいくと約15万3000人の方が来ていると。それに

１人当たりの費用とウェディング費用プラス１人当たりの消費額というのをあ

わせてやりますと、大体140億円くらいの消費額を推計しています。

○赤嶺昇委員 わかりました。最後に、観光客数も大事なんですが、観光収入

の目標値が今4800億円に対して88.3％ということなんですが、これが平成23年

には6000億円と、あと2000億円くらい上げていかないといけないという非常に

やりがいのある目標だと思うんですね。これを今言うリゾートウェディングも

含めて戦略的にこの2000億円を上げていくという具体的な方策というのはあり

ますか。

○仲田秀光観光商工部長 これは事業ということよりも観光のメニューとか、

どういうのをふやしていくかということになるんですが、今のリゾートウェデ

ィングとかエステ・スパのような、旅行単価の高い商品というのと、それから

ロングステイツーリズムということで、宿泊日数の高い商品、それからＭＩＣ

Ｅということで国際会議とかスポーツキャンプとか通年性のある旅行に力を入

れて、入域客をふやして観光収入もふやしていきたいと考えております。

○赤嶺昇委員 ぜひ沖縄のリーディング産業と言われている観光ですから、せ

っかく6000億円という目標を掲げてますから、ここをどれだけメニューをしっ

かりつくってどれだけ落としてもらえるかということと、本委員会の意義はそ

こにあると思いますので、本委員会も一緒になってこの目標に取り組んでいけ

れば、この委員会の意義があるのではないかと思っております。

○比嘉京子委員長 ほかに質疑はありませんか。

仲宗根悟委員。
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○仲宗根悟委員 二、三点お聞きしたいのですが、入客数の中で季節的入客の

グラフの資料はお持ちではないですか。見てみたらマリンスポーツが結構多い

ですので、夏場に多く来ていると推測できるのですが、その季節的な件に関し

て、皆さんもこれからの観光をどうあるべきかということで実態調査をなさっ

て、いろいろと施策の展開がこれから図れるのだろうと思いますが、季節的な

変動、動向はどのような状態で、沖縄に１月はどれぐらい入ってきて、７月と

の差、８月との差はどれぐらいありますか。

○仲田秀光観光商工部長 月ごとの特徴ということになりますが、年間を100

としますと、一番大きいのが８月の125ぐらいです。一番低いのが６月の85ぐ

らいです。年間平均を100としてやると一番多いのが８月で、次に多いのが３

月、その次に10月です。この８月、３月、10月がトップ３です。低いのは５月、

６月です。５月は連休があるのですが、その後に落ち込みます。５月と６月、

１月と２月は平均すると一緒ぐらいです。平成19年度の例で説明させていただ

きますが、平成19年８月が61万4000人、少ない月の６月が41万7000人というこ

とです。特徴的なところではそういうことになります。

○仲宗根悟委員 沖縄の観光の中で魅力ある観光ということで、いろいろなデ

ータをとっているようですが、実はこれは旅行社がやるべきなのか、お互いが

練ってやるべきなのかという境目が非常に読みにくくてわかりにくいのです

が、沖縄には確かにイベントとして那覇まつりや糸満ハーレーなどいろんな形

で特徴ある催し物をやっていて、それをどうにか誘客できるようなつなげ方が

できないかと日ごろ思ったりしているんです。これから10月には那覇大綱引き

もありますよね。そういった形で、青森県のねぶた祭りや仙台市の七夕まつり

などというようなことを私たちは見てきて非常にうらやましい、こういう祭り

があるんだということを認識、感づかさせられるわけです。こちらから発信す

るときに、こんなにすてきなイベントがありますという仕掛けといった形の取

り組みはどう考えをお持ちなのかお聞きしたい。

○仲田秀光観光商工部長 観光となると地域の特徴、地域の歴史文化に触れる

というのも観光の大きな魅力でありまして、沖縄観光コンベンションビューロ

ーなどでそれぞれ地域に特徴のある祭りを紹介しておりますし、その祭りの体

系化といったものを沖縄観光コンベンションビューローを中心に体系化してい

って、いつでもメニューがあると、こういう場所にはこういう文化、祭りがあ
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るという形の連携をさらに強めていきたい。仲宗根委員がおっしゃったように

旅行業者も自分なりにイベント的なものをつくったりして、沖縄の文化を生か

しながら大きなイベントを打ったりというのもやっていますので、お互い連携

しながら旅行収入をつくり上げていきたいと考えております。

○仲宗根悟委員 よくわかりました。確かにマリンスポーツで８月とか夏場は

非常に多い。私たちも歩きながら見てみますと、やはり夏は海にいらっしゃる

観光客は多いと実感しています。いない部分をイベントでどうにかピーアール

できて誘客できたらという思いで話をさせていただきました。

最後に、１点だけですが、このデータの中に沖縄旅行の阻害要因の中で台風

というのが出てきますよね。民泊制度で台風が発生したときには民泊は引き受

けて観光客を１泊させるという事業もスタートしていると。これは詳しく先島

も含めて、宮古地区、八重山地区、沖縄本島も含めてそういった対策で台風時

の観光客などの取り扱い、その辺をお聞かせいただけませんか。

○仲田秀光観光商工部長 台風は気候でどうしようもないのですが、台風が来

たときの前後の対応を十分にやらないといけないと考えておりまして、那覇空

港においては近隣で、特にお金を持ち合わせない方などがいればビルディング

の中で一時的な宿泊ができるようなやり方と、登録しておいて、民宿に１泊泊

める、それから飛行機のフライトの状況が空港でなければわからないというの

は混雑して大変ですので、それがホテルへ帰っても安心して次の予約ができる

ようなシステムといったものの充実を沖縄観光コンベンションビューローを中

心に関係団体で協議会をつくって、連携を図って、事後処理が十分に満足いた

だけるような対応をやろうということで心がけて進めております。

○仲宗根悟委員 ハワイとの比較の中でも出ていますが、やはり一般人の親切

さということも、心地よい、そして魅力あるような感覚で結果として出ている

わけですので、お互いそういうものも含めて人情、人の温かさというのも一般

県民の皆さんがどれだけ皆さんを温かくお迎えしてますよという意識も含め

て、その辺はピーアールしたらどうかと思います。

○比嘉京子委員長 ほかに質疑はありませんか。

金城勉委員。

○金城勉委員 この資料からお聞きしたいのですが、７ページのほうに沖縄の
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魅力の認知度、上のほうにはタイプ別の人気度があるのですが、それと比較す

るとグルメ、世界遺産、町並みあたりを求める人気度は高いけれども、沖縄の

場合は認知度が低くなっていますね。低いということは、認知されれば伸びる

ということなのか、あるいは沖縄のこういう要素が不人気ということなのか、

この辺はどうですか。

○仲田秀光観光商工部長 この部分の調査は、まだ沖縄に来てない方に対する

調査です。実際に来た方については、13、14ページです。イメージとして美し

い町並みは少ないのではないかというイメージを持っているということです。

沖縄に来てないけれどもダイビングはピーアールされているので、沖縄に行け

ばダイビングが十分に楽しめるというイメージは持たれているということで、

８ページはまだ沖縄に来てない方が沖縄に対するイメージを持っているという

ことです。

○金城勉委員 そういう視点でこの13ページの来訪者のものと比較すると、や

はりグルメ、世界遺産、町並みは全体の中では低いほうにランクしていますね。

○仲田秀光観光商工部長 町並みは８ページでは10何％で余り沖縄観光のイメ

ージを持っていないのですが、14ページでは来た方は、50数％が町並みとして

も、右側の上にあります美しい町並みということで五十二、三％のところにあ

りますので、来てみたらいい町並みだと、イメージよりは高い評価になってい

るということになります。右の表の縦軸の左の上のほうに、美しい町並みがあ

ります。13％がいいイメージは持っていないですが、来てみたら50数％は町並

みに対していいイメージを持っているということです。

○金城勉委員 この町並みで街路樹や植栽なども入るのか。例えばシンガポー

ルやハワイなどの観光のメッカと呼ばれるところと比べてみても、街路樹や植

栽を見ると我ながら恥ずかしくなるような実態が非常に強く印象があるんです

ね。これは土木建築部あたりの管轄なんでしょうけれども、しかし観光という

視点から見れば非常に大きな観光の魅力の要素だと思うんですが、この辺の沖

縄の現状についてはどういう認識ですか。

○仲田秀光観光商工部長 やはり観光先進国のシンガポールあたりに比べた

ら、まだまだ町並みの魅力は足りないと認識しております。土木建築部のほう

も新規事業として風景づくり推進事業というのを平成20年度からスタートさせ
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ておりますので、そういった事業を取り組みながら町並みの景観のよさを高め

ていきたいと考えております。

○金城勉委員 これは土木建築部の管轄ですが、そういう観光の視点から皆さ

んのほうから意見、提言などをやることはありますか。

○仲田秀光観光商工部長 県庁内で観光リゾート推進本部というのを設けてお

りまして、その中に６つの部会があって、観光インフラ整備部会、産業間の連

携部会などそれぞれ部会を持っておりますので、農林水産部もメンバーにおり

ますし、土木建築部もメンバーでもあります。その専門部会で具体的な問題点

を浮き彫りにして事業化に取り組んでいきたいと考えております。

○金城勉委員 ここはぜひ皆さんの立場からの視点というのは非常に重要だと

思いますので、どんどん提言をして、県民、あるいは観光客が見てわかるよう

に変わったという評価ができるような事業の遂行をぜひお願いしたいです。そ

れと観光マイスター制度というのを聞いたことがあるのですが、これについて

御説明お願いします。

○仲田秀光観光商工部長 観光マイスター制度は直接はやっていないのです

が、要するに観光の専門分野の人をつくろうということで、例えばタクシー認

定制度にしてプラチナメンバー、ゴールドメンバー、シルバーメンバーという

ようにそれぞれ観光のレベルを高めていって、タクシー運転手でも観光ガイド

ができるような、それを評価するような制度をつくっております。それから地

域限定の通訳案内士も取り入れたりして、マイスターというのは１つではない

のですが、その分野の専門をつくろうということで少しずつ取り組んでいると

ころです。

○金城勉委員 北海道あたりは、かなり積極的に市民、県民レベルまで広げて、

こういう制度、いわゆる全市民、全県民的に観光客受け入れの体制をつくろう

と、意識の面でも。そうすることによって、沖縄について聞かれたときに一般

の方々がわからないというのと、待っていましたということでその質問した観

光客に対して具体的に県の紹介をしてあげるというものとは全然印象度が違う

わけですね。ですから、そういう人たちをいかにふやしていくかという一つの

試みがなされていると聞いているのですが。これはそういう職種に応じたやり

方というのをタクシーを例に話がありますが、その辺のところを徐々に枠を広
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げていって県民的な沖縄の観光振興のために、それぞれの立場で貢献するとい

う意識の啓蒙、啓発が今後必要になってくると思いますが、どうでしょうか。

○仲田秀光観光商工部長 リーディング産業ということで、沖縄県があらゆる

分野で観光にかかわっているという意味では、人材や制度も大事なので、沖縄

観光コンベンションビューローを中心にいろんな分野の人材育成をやっており

ます。また、子供たちにも沖縄の観光を十分にわかってもらう必要があるとい

うことで、そういった教材もつくって学校へ配布して、時間の中に組み入れて

もらって教材を提供して底辺を広げると。観光に対する理解を深めてもらうと

いう事業を取り組んでいるところです。さらにそれを徹底していきたいと。既

に民間でもやっている、おくればせながら始めたのですが、沖縄検定という取

り組みも始まっていますので、それとも連携を図りながら底辺のレベルアップ

を図っていきたいと思っています。

○金城勉委員 非常に大事な要素だと思いますので、取り組みの強化をお願い

します。それと一般質問でもよく出るのですが、その観光関連の仕事に携わっ

ている方々の待遇の問題、賃金の問題等々があって非常に定着率が芳しくない

という話をよく聞くんですね。この辺の仲田観光商工部長の認識はどうですか。

○仲田秀光観光商工部長 県統計課が出している毎月勤労統計調査というのが

あって、そこで待遇面の月額給与額、１月当たりの平均給与が出ておりますが、

ホテルなどが入っている分野で飲食店、宿泊業という分野があるのですが、そ

こで一番低い給与になっておりまして14万9500円ということで、やはりほかの

産業に比べて若干劣っているので、これはレベルアップを図れるように業界と

連携できるのかどうか、意見交換をしながら待遇改善をレベルアップして、い

い人材を育てるようなお願いをしたいと考えております。

○金城勉委員 この件はぜひお願いしたいと思います。人材を育てることが沖

縄観光の底上げに直結することだと思いますので、よろしくお願いします。

○比嘉京子委員長 ほかに質疑はありませんか。

玉城ノブ子委員。

○玉城ノブ子委員 観光振興計画の中でも強調されておりますが、観光客の満

足度ということで美しい海、沖縄らしい風景、観光資源に対する高い満足度が
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あるということが調査の中でも明らかになっているのですが、そういう意味で

は沖縄の美しい風景、沖縄らしいよさをどう保全していくかということは、こ

の観光振興の意味で非常に大事だと思います。この前、私は友人と一緒に八重

山地域へ行ったら、この方はずっと八重山地域に住んでいた方で向こうの海の

透明度が前と全然違うとおっしゃっていたんです。そういう意味では、今、開

発があちこちで進んでいますでしょう。その中で赤土汚染の問題や森林伐採の

問題などいろいろと開発と環境をどう保全するかというのが問題になっている

ところがあると思うので、そこら辺は皆さん方は観光の立場から、沖縄の美し

い風景やきれいな海に来る観光客にそういう意味での満足度を満たしてあげる

ということで、環境をどう保全するかということについて、皆さんからの立場

から意見を言っていくことが必要だと思うのですが、どうでしょうか。

○仲田秀光観光商工部長 沖縄の観光資源の大きな要素である自然環境と調和

を図りながら観光を進めていくということは大事と認識しておりまして、観光

活動が自然環境にどういう影響を及ぼすかということにつきましては、関係市

町村それぞれの連携が大事で、そういった市町村と連携を図りながら環境に配

慮した観光づくりがどうできるかということでの意見交換、施策展開を進めて

いきたいと思います。

○玉城ノブ子委員 そういう意味では、むしろ今の沖縄の資源を生かした観光

を推進していくことが大事ではないかと思うんですね。皆さん方の今後の検討

課題としてエコツーリズムの推進だとか、滞在交流の推進が言われているので

すが、私はこの観光資源を生かした観光の推進が非常に大事ではないかと思い

ますが、今の状況はどうですか、エコツーリズムや滞在型交流の現状はどうで

しょうか。

○仲田秀光観光商工部長 エコツーリズムなどということで、現実に自然環境

に配慮した観光がどういうものができるかということで、沖縄本島北部の玉辻

山や八重山諸島の西表島の仲間川を中心に具体的にどういった対応があるの

か、どんな観光がいいのかということでの事業調査を進めているところです。

○玉城ノブ子委員 そういう意味では、このエコツーリズムやグリーンツーリ

ズムなどの体験型の観光は今からの課題ということですか。現状としてはまだ

まだ推進できていないということですか。
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○仲田秀光観光商工部長 そういった側面もあるので、環境に配慮する側面も

大事ということで調査検討事業をしているところです。

○玉城ノブ子委員 環境に配慮しながら、そこを生かしていくということがで

きるのではないかと思うんです。だた開発ではなく、その自然を残して、その

自然を生かしたグリーンツーリズムやエコツーリズムができるのではないです

か。例えば、エコツーリズムをやろうとしても、開発が進んで海が汚染されて

赤土が流出するという状況が生まれてきたら、せっかくの沖縄の海が観光でも

生かされない、観光の立場からいってもエコツーリズムやグリーンツーリズム

を推進する立場からいっても、それはまずいのではないかと思うわけです。で

すから、そこら辺をどううまく皆さんが観光の立場から沖縄の自然を生かした

観光推進をするためにどうしていくかということは、今後の課題として非常に

重要だと思いますが、どうでしょうか。

○仲田秀光観光商工部長 そういった環境の配慮という側面もあるので、それ

は地域と一緒に取り組まないといけないので、沖縄県が全部する話ではないの

で、観光資源というのは地域に根差した資源ですので、地域との連携を図りな

がら進めていくのが大事だと考えております。

○玉城ノブ子委員 もう一つですが、地場産業として農林水産業の体験活動や

民泊に対するニーズが高まっているということですが、現状としてはどうです

か。

○仲田秀光観光商工部長 民泊は修学旅行の一形態としてやっている話で、農

家や漁師の民家に一時泊まって生活を体験するということで、今９市町村で実

施しておりまして、平成19年度は約２万人の生徒が経験しております。

○玉城ノブ子委員 どう進めているのですか。地域を指定してやっているので

すか。具体的にどう進めているのですか。

○仲田秀光観光商工部長 我々が進めているというよりも、地域の受け入れ体

制があるかどうかということで、今は東村、伊江村、伊平屋村、伊是名村、読

谷村、糸満市、八重瀬町、南城市、宮古島市で、そこの農家の方々と旅行会社、

学校が具体的に調整しながら、どこに何名という、市町村によって受け入れ団

体が違います。市町村が受け入れたり、観光協会や商工会などそれぞれでやっ
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ております。

○玉城ノブ子委員 これは市町村のほうから具体的にそういう方向でいきたい

という意見が上がってくるわけですか。どう連携をとっているのですか。

○仲田秀光観光商工部長 旅行業者とその地域の商工会、観光協会などがそう

いった体制になるということで、紹介が来て、宿泊できるかどうかということ

でのマッチングは成立するということで、市町村が音頭という、特に行政的な

音頭というよりも民泊の形態がとれる体制があると。民泊で来てもらって、観

光客を若干でもふやしたい、地域の活性化の一つにしたいという視点からもあ

ります。それぞれの地域の特徴を出しながらやっているというのが現状です。

○玉城ノブ子委員 ぜひ、それは積極的に行政の立場から推進していただきた

いと思います。

もう一つは、沖縄の食材の問題ですが、先ほど少し意見が出ていたのですが、

皆さんのアンケート調査の中でも沖縄来訪経験者のアンケート調査で、独特の

沖縄の食材、伝統的な食文化、独特な調理方法、健康にそれがいいということ

で、沖縄の食事に対するイメージが来訪者にあるのですが、そういう意味では

観光客の皆さんにこたえることができるようなものがないといけないと思うん

ですよね。そういう意味では、沖縄にある食材をどう観光の中で生かしていく

かということは非常に大事だと思うんです。私たちは地産地消の立場からも積

極的に観光業界の中でも沖縄の食材を活用するような取り組みをやってほしい

ということを訴えているのですが、現在、沖縄観光関連の産業の中で沖縄食材

の利用率はつかんでいますか。

○仲田秀光観光商工部長 平成15年度の調査ですが、沖縄観光産業実態調査で

県産の農林水産物の消費の割合を、宿泊施設が県産農林水産物をどれだけ使っ

ているかというと、仕入れ全体の46.6％を県産品を使っているという統計結果

になっています。

○玉城ノブ子委員 具体的に沖縄県でも地産地消を推進するために県民会議も

立ち上げていますよね。ところがなかなか自給率、食材の活用率が上がってい

ないという状況があるのですが、沖縄の観光産業の中で沖縄の食材の活用率を

引き上げていくために具体的に観光の立場から計画はありませんか。
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○仲田秀光観光商工部長 県庁の内部で農林水産部と連携を図らないといけな

いので、連携を図っていろんなレシピ集などのメニューづくりということでホ

テルでも取り組んでいますし、沖縄県産のゴーヤーを使った料理とか、バラエ

ティーに富んだメニューをつくるというのはホテル業界でもやっていると。我

々としては農林水産部と連携を深めながら、ふえる観光業界への県産品の利用

率を高めるような事業を進めたいと考えております。

○玉城ノブ子委員 具体的に皆さん方の立場からも県民会議に参加しています

よね。そういう意味では、そこで具体的に観光推進する立場から沖縄の食材を

活用して、観光客をふやしていくという立場からの意見を言っていかないとい

けないと思うんです。皆さん方は今後の課題として、この食材の活用率を引き

上げるための課題は何なのかということは、皆さん方は見えていますか。具体

的にこうしたほうがいいという課題は考えていますか。

○仲田秀光観光商工部長 統計的な資料を持ち合わせていないのですが、課題

としては、ホテルのシェフと意見交換をしたことがありますが、安定供給と、

価格と、企画といったもので農家への努力を促すということがまず挙げられま

した。それと新鮮さ、基本的には安定供給、メニューとして出しているのでお

客さんに対して途絶えるというのは、メニューとして出せなくなるのは厳しい

のでそういったことが求められているということで、それは農林水産部にも伝

えながら、時期的なものとして出せる工夫もホテルはやっているということで、

お互いの意思、情報交換が一番重要かと思っております。

○玉城ノブ子委員 そういう意味では、ぜひ沖縄の食材を観光関連産業の中で

活用してもらうと。そこでのメニューの開発や沖縄独特の食文化を活用して観

光客をふやしていくという立場から、ぜひその課題に向かって頑張っていただ

きたいと思います。

○比嘉京子委員長 ほかに質疑はありませんか。

辻野ヒロ子委員。

○辻野ヒロ子委員 二、三点お聞きしたいと思いますが、まずは本県の観光入

域客数が580万人余となっておりますが、その中で空路と海路の数字を分けら

れますでしょうか。
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○仲田秀光観光商工部長 平成19年度の数字で言いますと、589万人のうち576

万人は空路で、海路は13万人ということで、97％が空路で来県しています。

○辻野ヒロ子委員 八重山地域の数字はわかるのですが、空路は75万1000人、

海路が３万5000人ということで、本当に空路が多いですよね。そういう中で今

回の資料のクルーズ船の寄港回数が最近持ち直しているようですが、今回の資

料の90回の内訳を教えていただきたいのですが。石垣市にも結構入っています

よね。３ページのクルーズ船の寄港回数のところです。

○仲田秀光観光商工部長 平成19年度は61回のうち、定期クルーズ船が38回、

不定期船が23回です。港ごとでは那覇港のほうが30回、石垣港が28回、その他

は３回ぐらいで、ほとんどは那覇港、石垣港になっております。人数は今のと

ころ把握できていません。

○辻野ヒロ子委員 石垣港にクルーズ船が入って入域客数をふやして大変助か

っておりますが、消費額に問題も出てきますが、大体どれぐらいと見込んでい

ますか。クルーズ船の１人当たりの消費額です。

○仲田秀光観光商工部長 総額は出していませんが、１人当たりの単価でいい

ますと、平成19年度で２万371円の消費額になっております。

○辻野ヒロ子委員 やはりクルーズ船の観光客は、日帰りでほとんど来るわけ

ですね。石垣市でも例えば船が入ると、薬局にいっぱい観光客が並ぶわけです。

台湾からの観光客、あとはスーパーに駆け込んでいくとか、そういうパターン

が決まっている感じで、そういう人たちを地元のお土産品店に行かせるような

仕組みができないのかという感じを受けるのですが、その点はいかがですか。

○仲田秀光観光商工部長 クルーズ船の数をふやすということで、そこに集中

しているのですが、質的な面も高めないといけないということで、県産品の消

費も図れるようなパターンを旅行社と研究する必要があると。一般的には辻野

委員がおっしゃるように観光地めぐりをそこそこに、大型バスがスーパーに横

づけになるという話はよく聞いていますので、そこがまた県産品が扱えるよう

な場所にも寄るようなメニューができないかどうか、沖縄観光コンベンション

ビューローも一緒になって検討したいと思います。
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○辻野ヒロ子委員 一度、一緒に追跡して回ったことがあるのですが、本当に

そういう感じで、せっかく見えるのにもったいないという感じがするんですね。

ですから、そのあたりも旅行社と話し合いの場があればそうしむけていく。観

光地もそこそこに急いでくれと言っていくんですね。そういう傾向ですので、

今回の目標も第３次観光振興計画では200回という数字を掲げておりますが、

それの推移をどのように考えていらっしゃるのか、可能な数字だと思っている

のか。

○仲田秀光観光商工部長 これはトップセールスも含めて、航路があるシンガ

ポールや香港、東南アジアを中心に来ていますので、そういった方々とのクル

ーズ船との商談会、シンポジウムを通じながら内容の充実を図っていきたいと

考えております。

○辻野ヒロ子委員 せっかくクルーズ船での入域客も多いですので、特に石垣

市あたりも那覇市と余り変わりませんよね。そういう意味でも石垣市とも連携

をとりながら頑張っていただきたいと思います。

先ほど仲宗根委員から台風のときの対応策についての話がありましたが、今

回も議会閉会中に２回、台風13号、15号が来たものですから、私はとれている

便で来るのですが、本当にキャンセル待ちをしている方の前から通るのが気が

引けて、とても心苦しいんです。キャンセル待ちをとりながら待っている周辺

の様子がとても心苦しくて。これは何とかできないのかな思いながら来ている

のですが、それを石垣市のほうでも一生懸命に観光課が中心になってやってい

るのですが、離島の台風対策について特にこういうところに力を入れなければ

いけないという仲田観光商工部長の思いをお聞きしたいのですが。

○仲田秀光観光商工部長 台風そのものは自然現象なのでどうしようもないの

ですが、アフターケアやそのときの宿泊の援助、那覇空港は協議会もできてい

ますが、宮古島や石垣島、さらにそことの連携を図っていって、一時的でもむ

しろ逆にそういう厳しいときに温かい思いを受けた方が非常に感銘を受けたと

いう評価もありますので、そういうときこそ十分なケアをやって、観光客の評

価を受けたいということで、もっと連携を図れるところは図っていきたいと思

っております。

○辻野ヒロ子委員 天災だからということではなく、今回も台湾のチャーター

飛行機が来る予定が、台湾も被害が大きくてキャンセルになったりして大きな
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ダメージを受けているんですね。それをトップレベルで対策をもっと厳しく、

強くやってほしいという思いがします。特に離島を含めて、たくさんの離島が

ありますが、今回この資料を見ましたら９ページのほうに観光情報のアクセス

件数が目標の倍ですよね。213％というたくさんのアクセスはしているが、い

まいち入域客がふえない感じですが、その辺で離島の観光についても、例えば

離島にもいろんなイベントがありますよね。石垣市でしたら星祭りやＩＴＵト

ライアスロンなどいろんなイベントがあるわけです。そのアクセスをホームペ

ージの中に離島のイベント情報も入れていただく。例えば、私たちが旅行する

ときどこに行きたいというときに何か祭りがあればいいなとか、演劇があれば

いいなとかありますよね。それを考えたときに離島もたくさんのイベントがあ

りますので、そういうものを織り込みながらもっと情報を流していただくとい

うことが大事だと思うんです。そういうことも含めて、これからますます観光

の質の問題も出てきますので、仲田観光商工部長を中心に頑張っていただきた

いと思います。

○仲田秀光観光商工部長 真南風プラスは沖縄観光コンベンションビューロー

が管理していますが、件数の目標は達成しているのですが、まだ内容も不十分

なところがあるので、次年度あたりは内容の充実を図るため改修して、もっと

アクセスをよくしていこうと考えております。その中で離島の十分な情報を取

り入れながら、沖縄県の観光情報がこのサイトで十分にとれるような体制を組

んでいきたいと考えております。

○辻野ヒロ子委員 離島観光にまた強い思いを寄せていただきたいと思いま

す。

最後に、松本観光交流統括監がやっているちゅらさんバッチともう一つのバ

ッチが気になるのですが、観光関係のバッチですか。

○松本真一参事監兼観光交流統括監 これはホテル組合等が進めておりますハ

イサイ運動といいまして、観光客に男性はハイサイ、女性はハイタイと、まず

一声かけようという運動です。それをきっかけに道に迷っていて、何かお困り

ですかというきっかけにするような一声かけ運動のバッチです。

○辻野ヒロ子委員 もっとピーアールして、みんなにお配りして広めてくださ

い。
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○比嘉京子委員長 ほかに質疑はありませんか

平良昭一委員。

○平良昭一委員 沖縄の魅力の認知度という中で、ダイビング、浜辺で楽しむ

というのがかなり高いわけですが、14ページの認知のタイミングの問題では、

来訪した方々からの認知度は浜辺で楽しむ、ダイビングはそんなに数値は上が

ってこない、海辺はいいイメージを持っていないということになっているので

しょうか。

○仲田秀光観光商工部長 この結果によるとダイビング、海辺で楽しむという

魅力は相当感じているけれども、実際に来てみると期待はずれという統計にな

っております。

○平良昭一委員 この件は、いわゆる一番の魅力を感じるべきものが沖縄に来

たときにそうでもなかったというのは、それなりのイメージダウンをしたとい

う原因があるはずです。その辺で特に最近は今帰仁村、本部町で海浜地区の違

法な営業行為、客引き行為がかなり影響しているものだと私自身は思っている

わけです。恩納村あたりのリゾートホテルからの客が、３年前に比べたら全く

来なくなっているんです。そういう面ではかなりのイメージダウンにつながっ

ている状況づくりがある。その中でリピーターが来ない。そして旅行エージェ

ントがそれに対しても全く見向きもしなくなっている。そこに客を連れていけ

ない状況があるわけですよね。その辺は一般質問等でもやりましたが、本当に

認知していますか。

○仲田秀光観光商工部長 それぞれの海岸地域での観光のあり方、我々だけで

なく地元、港湾も一緒になって連携を図りながら対応しないといけないという

ところが出てきているというのは十分に認識しております。

○平良昭一委員 これは本部町の水納島の状況ですが、３年前には年間８万人

来ていたんです。それが毎年１万人ずつ少なくなってきています。今は５万人

です。今の状況で続くと１万人ずつ減っていくのは確実なんです。それを３年

間で何も対策をしなかったということになるのですか。これは３年前からそう

いうことを言われて来ているはずですが、その辺どうですか。

○仲田秀光観光商工部長 具体的に所管している土木建築部は、違法な工作物、
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営業行為の取り締まり、公安委員会も一緒になって捜査をしたり、そこでの不

法占拠ということに対しては経営者の書類送検をやったりという具体的な対応

はやっていると聞いております。

○平良昭一委員 具体的な対応をして、なぜ減るんですか。

○仲田秀光観光商工部長 そういうことで、観光の魅力がだんだん薄れてきた

のかと理解しております。

○平良昭一委員 これは１つの島だけに影響する問題ではないと思います。本

土の旅行エージェントはその実態を知っているわけですよね、沖縄の海は危な

いと。お客さんに対して大変失礼なことをするんだということを知っているか

ら来ないんです。たくさんの人数を送らなくなっているんです。特に恩納村か

らの客が船をチャーターして来るのが全くいなくなったというのは、旅行エー

ジェントがそういうシステムを廃止しているからなんです。そういう甘い認識

でいいですか。

○仲田秀光観光商工部長 そういう関係の部局、土木建築部、公安委員会と連

携をとりながら、我々も対応していきたいと考えております。

○平良昭一委員 この件に関しては、野放し状態が続き過ぎています。海浜地

区での営業行為、またそれなりにほかの迷惑防止条例等もあるわけですから、

五、六年前から始まっているものを今でも治めることができないというのは、

大きな観光イメージのダウンにつながると私は思います。そこら辺は横の連携

をとりながら、もっと真剣に取り組んでいかないといけない問題じゃないかと

思いますが、その辺はどうですか。

○仲田秀光観光商工部長 それぞれ所管しているところがありますので、我々

の直接的な対応というよりも具体的な中身を把握しながら、関係部局と連携を

とっていきたいと考えております。

○平良昭一委員 どうしてもこれは観光入域者数の問題にかかわってきますの

で、そういう意味ではもっと主体性を持って横の連携をとってもらいたいと思

います。先ほど、民泊の今後の展望、予想がありましが、この件に関して先ほ

どの答弁の中で修学旅行生が民泊しているという説明でしたが、民泊するのは
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簡易宿泊所ですか、それとも一般の家庭ですか。

○仲田秀光観光商工部長 一般の家庭になっております。

○平良昭一委員 旅館業法とのかみ合いの中で違法行為に当たらないですか。

○仲田秀光観光商工部長 宿泊料など具体的な謝礼金の取り方で旅館業法の適

用外となっております。

○平良昭一委員 これは恐らく旅行業者は２泊４日ということで、学校側と調

整しているんです。要するに１日は宿泊する形になっていないんです。そうい

うもので法的に逃げられるものがあるかもしれませんが、実際にこういうよう

な状況が続いて、万が一宿泊している民家で事件、事故が起こった場合にだれ

が責任をとるかということで、今、伊江村あたりは大変な問題になっている。

その辺は認識されていますか。

○仲田秀光観光商工部長 具体的に内容が違わないように、事件、事故が起こ

らないような体制、それで連携をとっていると聞いております。

○平良昭一委員 実際に２泊４日という状態があるということを認識されてお

りますか。要するに１日は泊まってる形になってないんです。研修している形

になっているんです。民家で泊まっている部分は。旅行業者はそういう判断の

中で生徒たちを送り出しているという認識をされておりますか。

○仲田秀光観光商工部長 具体的に旅行エージェントの宿泊形態を確認してお

りませんが、宿泊料ということにはなっていないので、そこで体験として泊ま

ってもらって、それに対する謝礼という形になっており、旅行業者の扱いを十

分に把握しておりません。

○平良昭一委員 これは大変大きな問題になると思います。謝礼金ということ

は宿泊させている認識で民泊の方々はもらっているのか。その認識の問題かも

しれませんが、実質上そこで事件、事故があった場合にどういう法律の中での

対処方法があるのかというのは、県としても把握しておく必要があるんじゃな

いですか。
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○仲田秀光観光商工部長 我々もそれぞれの民泊、民宿、旅館業法の適用を関

係部局と連携をとって把握に努めているところです。

○平良昭一委員 今後もっと多くなると思います。先ほど平成19年度は２万人

といっておりますが、伊江村だけでも平成20年度は２万4000人の予約も入って

いるわけです。あふれてほかの市町村のほうに行っているわけですから。私は、

伊江村の中では観光協会が受け入れるものになっていますので、法的な団体で

すからまだいいかもしれませんが、あふれている者がほかの市町村に行った場

合にそういうシステム上の問題が確立されていないところで事故などがあった

場合に、大変な問題になると思うんです。明らかにルールの一致を見るような

条件整備、条例等の問題を視野に入れながら考えていかないといけないと思い

ますが、その辺はどうですか。

○仲田秀光観光商工部長 条例の前に実態をつかんで、具体的に旅館業法があ

りますので、その位置づけを確認しながら対応していきたいと。特に今あふれ

るというか、現にそれをやっているところは旅行業者と宿泊するところがちゃ

んと体験できるような体制になっているかどうか、その辺を十分に把握しなが

ら対応していきたいと考えております。

○平良昭一委員 恐らく簡易宿泊所の認定をもらってやっている地域もあると

思います。それであれば宿泊させるのは問題ないと思います。今後そういう調

査もしながら、並みのルール設定をしてもらいたいと思っております。これは

慌てる必要があると思いますから、その辺お聞かせ願います。

○仲田秀光観光商工部長 それについては、民泊の状況を関係部局の所管のと

ころと連携しながら、統一的な基準ができるのかどうか、調査、検討していき

たいと思っております。

○比嘉京子委員長 ほかに質疑はありませんか。

座喜味一幸委員。

○座喜味一幸委員 阻害要因の中で交通費の話がありますが、この交通費に関

して那覇市、東京都、それから離島における交通費の低減化に対して今まで御

苦労されたと思いますが、現状とこれからの課題はありますか。
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○仲田秀光観光商工部長 交通費に関しては、昨今の原油高騰で航空会社のコ

スト増ということでなかなか便数の確保そのものも大変ということで、運賃そ

のものまで我々のほうでさわることはできないのですが、それと全国的にも低

価格商品になってきて、修学旅行の費用の設定でも厳しい状況だという認識を

している状況です。

○座喜味一幸委員 何らかの形で沖縄振興策や沖縄特別振興対策調整費などで

の支援策をやった実績はありますか、入客者をふやすために。

○仲田秀光観光商工部長 観光という側面ではなく、一般的に沖縄の地域振興

という面では着陸料、航空機燃料税の低減はあるのですが、具体的に観光の視

点からという料金低減は確認していないです。

○座喜味一幸委員 これからの旅行の商品は航空賃が大幅に変動してくると、

沖縄の入客者、外国との競争が出てきて、雪崩現象を受けるという非常に重要

な課題になりますので。航空運賃の旅客交通費と宿泊費が高いという阻害要因

がありますので、その辺も十分にこれからも周知していく必要があるかと思い

ますので、その辺は気をつけてやっていかないといけないと思いますが、いか

がでしょうか。

○仲田秀光観光商工部長 九十七、八％の方々が飛行機で来ているので、沖縄

旅行も非常にコストの大きい部分を占めているので、その辺を航空会社と意見

交換しながら可能な限り観光への配慮をお願いしたいと思っております。

○座喜味一幸委員 最後に、１点だけお願いですが、先ほど沖縄観光コンベン

ションビューローの話がありましたが、地方に行くと観光と農業を隔離すると

か、観光に対する行政の思いが非常に強いのですが、事実上予算がない、ある

いは観光協会があって職員もいるけれども賃金分しかない、活動費がない、寄

附をもらっていろんなイベントをしたいけれどもなかなか打てないという実態

として地方にはよくあると思うんです。そういう意味で、私は沖縄観光コンベ

ンションビューローの生かし方、今非常にいい情報をどんどん発信してくれて

いるが、割と平均的な情報が多くて、その各地域のオリジナルなところまでこ

しらえてない部分がある。先ほど、一生懸命その辺を今後やりますという話が

ありましたが、その辺はぜひお願いなので、特に地方に行けば行くほどインタ

ーネットの生かし方や地域の特産資源の発信の仕方が非常に弱いところがある
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ので、例えば観光協会があるとすると、そこに沖縄観光コンベンションビュー

ローの情報がツーカーでいくようにする。あるいは、相談しながら地域の特産

資源、観光資源、あるいは発信の形というものを研究してもらうということで、

ぜひ地方の力を引き出して、地方の力のない部分をフォローしていくという沖

縄観光コンベンションビューローのあり方の形をつくっていただきたいという

お願いをして、どうでしょうか。

○仲田秀光観光商工部長 沖縄観光コンベンションビューローは業者と行政の

間にあって、それぞれ県の観光施策の普及、それから地域の観光資源の発掘と

いうことで取り組んでいるので、ぜひ我々も力を入れながら進めていきたいと

考えております。

○比嘉京子委員長 ほかに質疑はありませんか。

（「質疑なし」と呼ぶ者あり）

○比嘉京子委員長 質疑なしと認めます。

以上で、沖縄県観光振興計画における各指標の平成19年実績について質疑を

終結いたします。

説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。

休憩いたします。

（休憩中に、執行部退席）

○比嘉京子委員長 再開いたします。

議案等の質疑についてはすべて終結し、採決を残すのみとなっております。

休憩いたします。

（議案の採決などについて協議する。）

○比嘉京子委員長 再開いたします。

これより、乙第11号議案の採決を行います。

お諮りいたします。

本案は、可決することに御異議ありませんか。
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（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○比嘉京子委員長 御異議なしと認めます。

よって、乙第11号議案は可決されました。

次に、閉会中継続審査・調査事件の申し出の件についてお諮りいたします。

お手元に配付してあります本委員会付議事件を閉会中継続審査及び調査事件

として議長に申し出たいと思いますが、これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○比嘉京子委員長 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定いたしました。

次に、お諮りいたします。

ただいま議決しました議案に対する委員会審査報告書の作成等につきまして

は、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○比嘉京子委員長 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定いたしました。

以上で、本委員会に付託された議案等の処理はすべて終了いたしました。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。
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